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●	本講座のねらいと到達目標

本講座は、乳幼児期早期にその兆候が見られる自閉症スペクトラムの早期発見のエビデンスおよび早期支援
の原則について理解することにより、多職種連携の中でのかかりつけ医としての役割を認識することをねら
いとする。
かかりつけ医には、乳幼児期のASD児の行動の特徴についての理解を深め、また、標準化されたASDの
スクリーニング手法を理解することによって、一定の手順に則り、より早期に子育て支援や発達支援、また
は専門医療機関での評価・診断につなげることが期待されている。
本講座での到達目標は 3つである。
①	定型発達において、ことばが出る前後（1歳前後）の対人コミュニケーション行動のマイルストーンにつ

いて理解する
②	自閉症スペクトラム障害（ASD）の幼児の対人コミュニケーション行動の弱さ（＝ASDの早期徴候）に

気づくことができる
③	乳幼児（1～ 3歳）の対人コミュニケーション行動の発達について懸念がある場合、適切にそのことを親

に説明し、支援の必要性を伝えることができる
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト মౠभबैःधง৯ఏ 

बैい؟ 
• ঽ൷ඪスঌॡトছのଫ期発ৄに関するग़অॹথスと、ଫ期੍ରに関
するਉಋを理ੰする 

ง達৯ఏ؟ 
• 発達にउいथ、ことयが出る1ୃقكの対人॥গॽケー
३ঙথষのঐॖঝストーথについथ理ੰしथいる 

• ঽ൷ඪスঌॡトছ障害قASDكのుの対人॥গॽケー३ঙথষ
のൠऔٙقASDのଫ期ඉكにਞतऎことができる 

• ుك3ୃع1قの対人॥গॽケー३ঙথষの発達についथ、ೃ
がある場合、ిજにजのことをにହし、੍ରの必要ਙをइる
ことができる 
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●	気づきから評価と支援へ

この図は地域のネットワーク、フローを示したものである。
従来は、気づき後、評価・診断を経て、発達支援という流れが中心であった。また、より早期の気づきでは、
評価・診断の前に子育て支援が開始され、その後、評価・診断、発達支援という流れもある。
しかしながら近年では、評価・診断機能が専門機関に偏在しており、専門機関が不足しているため、待機が
多い。家族の状況によっては、支援の早期開始を優先するため、子育て支援から発達支援へのルートが容認
され、発達支援後に評価・診断を受けるケースもある。
かかりつけ医の役割は、赤線の枠の部分が中心となる。
家族への具体的な情報提供を行うために、この図のフローに合わせて、各地域で、かかりつけ医、子育て支
援機関、評価・診断が行える専門医療機関、発達支援機関をリストアップしておくとよい。
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●	1 歳前後の対人コミュニケーション行動の発達

この図は、乳幼児期に芽生え発達する対人コミュニケーション行動の発達のマイルストーンを示している。
乳幼児の対人コミュニケーション行動を評価する標準的なツールの 1つであるM-CHAT（スライド 22で
後述）を使用した結果である。図の横軸は月齢、縦軸はその行動が見られるようになった子どもの人数（通
過率）を表す。
ここでいう対人コミュニケーション行動とは、人とのコミュニケーションに必要な行動であり、「社会的行
動」ともいう。乳幼児期に芽生え発達する対人コミュニケーション行動の中で代表的な行動には、例えば、
ほしいモノを指さしたり（これを「要求の指さし」という）、興味のあるモノを指さしたり（「興味の指さ
し」）見せたりすることで、子どもが自身の意図を親に伝えようとする行動がある。また、親が指さした方
向やモノに目を向けたり（「指さし追従」）、親が見ている方向やモノに目を向けるようにもなる（「視線追
従」）。この行動は、子どもが親の意図を理解しようとする行動である。
他にも、1歳前後に芽生え発達する代表的な行動には、ふり遊びをするようになったり、感覚遊びから脱却
して機能的に遊ぶようになったり、親の真似をする行動（「模倣」）、親の注意を自分に向けるようにする行
動（「注意喚起」）、いつもと違うことがある時に親の顔を見て反応を確かめようとする行動（「社会的参照」）
がある。そして、この時期には、ことばの理解も発達していく。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

3 

1ୃभ 
ৌয॥গॽॣش३ঙথষभ 
ಹుभM-CHATभ11ඨ৯भॹشॱप੦तऎাೡશৢૌ૨ 
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 (Inada et al., 2010) 
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対人コミュニケーション行動はそれぞれに発達していく時期があり、またその発達の仕方には個人差もある。
しかしながら、1歳 6ヵ月頃には、ほとんどの子どもがこれらの行動を見せるようになるため、親は子ども
が見せる多様な対人コミュニケーション行動を日常的に経験するようになる。

จݙ
Inada	N,	Kamio	Y,	Koyama	T	(2010).
Developmental	chronology	of	preverbal	social	behaviors	 in	 infancy	using	the	M-CHAT:	
baseline	for	early	detection	of	atypical	social	development.
Research	in	Autism	Spectrum	Disorder,	4,	605-611.
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この表は、M-CHATのうち 16項目を使用した、対人コミュニケーション行動の発達のマイルストーンを
示している。この表では、各対人コミュニケーション行動について、75%以上の子どもが示す時期に黄色
をつけている。
対人コミュニケーション行動には、それぞれに発達していく時期があり、また発達には個人差もある。例え
ば、第 1群の行動は、8ヵ月以前にほとんどすべての子どもが見せる行動である。第 2群の行動は、11～
12 ヵ月の子どもの 75%以上が見せる行動である。第 3群の行動は、15 ヵ月以降の子どもの 75%以上が
見せる行動である。1歳 6ヵ月（18ヵ月）頃には、ほとんどすべての子どもがこれらのすべての行動を見
せるようになるということがわかる。

จݙ
Inada	N,	Kamio	Y,	Koyama	T	(2010).
Developmental	chronology	of	preverbal	social	behaviors	 in	 infancy	using	the	M-CHAT:	
baseline	for	early	detection	of	atypical	social	development.
Research	in	Autism	Spectrum	Disorder,	4,	605-611.
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1ୃभ 
ৌয॥গॽॣش३ঙথষभ 
ಹుभM-CHATभ16ඨ৯भॹشॱप੦तऎাೡશৢૌ૨ 

 (Inada et al., 2010よりਛ) 

ඨ৯ �ধা �ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা ��ধা

1 ମ৬をณैすとಜव 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 ుषの関ੱ 100 87.0 100 97.3 100 97.0 100 94.4 92.6 100 100 100 100

4 ॖॼॖॖॼॖংーಜव 100 87.0 96.4 94.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 合ଳ 90.5 95.7 89.3 100 96.6 90.9 87.5 94.4 81.5 100.0 85.7 100 100

12 ൚ाନし 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14 ళખ応 95.2 91.3 96.4 100 96.6 97.0 100 100 96.3 100 100 100 100

5 ऴりฉल 9.5 13.0 35.7 48.6 79.3 69.7 84.4 94.4 88.9 100 100 94.1 95.0

6 要のऔし 9.5 13.0 28.6 43.2 75.9 87.9 87.5 100 92.6 100 100 100 100

7 ௪のऔし 9.5 13.0 35.7 51.4 79.3 75.8 87.5 100 88.9 100 100 94.1 100

13 ெኼ 28.6 26.1 71.4 81.1 82.8 81.8 87.5 88.9 77.8 94.7 92.9 100.0 100

15 औし୯జ 38.1 52.2 46.4 67.6 86.2 78.8 90.6 88.9 96.3 100 100 100 100

19 のି意ᄁକ 57.1 56.5 64.3 75.7 86.2 72.7 78.1 83.3 81.5 100 100 94.1 95.0

8 ਃચ的ฉल 14.3 8.7 14.3 27.0 41.4 21.2 40.6 72.2 66.7 78.9 92.9 100 95.0

9 ௪あるものをৄせにっथऎる 4.8 8.7 7.1 29.7 44.8 48.5 62.5 83.3 81.5 89.5 92.9 82.4 95.0

17 ଳ୯జ 47.6 52.2 53.6 48.6 69.0 66.7 62.5 83.3 70.4 94.7 85.7 76.5 95.0

23 ভ的ස 57.1 56.5 53.6 70.3 65.5 66.7 68.8 83.3 63.0 78.9 78.6 70.6 75.0

ਸ਼�ණ
�ধাਰ
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●	乳幼児期のASDの特徴

定型発達の乳幼児では、通常、1歳 6ヵ月時には、ほとんどすべての子どもが多様な対人コミュニケーショ
ン行動を示すことが明らかになっている。
一方、ASD児の場合には、これらの対人コミュニケーション行動の頻度が少なかったり、程度が弱かった
りすることが明らかになっている。つまり、対人コミュニケーション行動の弱さが、乳幼児期のASD児の
特徴の 1つとされる。
ただし、発達には個人差があるため、ある時期にある 1つの行動が弱いからといってASDであると結論づ
けることはできない。反対に、ある行動が見られるからASDではない、と結論づけることもできない。

จݙ
Inada	N,	Kamio	Y,	Koyama	T	(2010).
Developmental	chronology	of	preverbal	social	behaviors	 in	 infancy	using	the	M-CHAT:	
baseline	for	early	detection	of	atypical	social	development.
Research	in	Autism	Spectrum	Disorder,	4,	605-611.
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• ৢଞ、1ୃ6ধাႃにৄैोる対人॥গॽケー३ঙথষの
ൠऔ 
 発達に人୷があるٮ
ある1つのষがൠいとASDというॎけではないし、ষがあोयASDٮ
ではないということでもない 
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この表は、1歳 6ヵ月時に、定型発達児とASD児の識別力が高い項目を示している。
青字で示している、要求の指さし、模倣、ふり遊び、指さし追従、言語理解、興味のあるものを見せる、の
6項目が、識別力が高い項目である。
なお、左の数字は、M-CHATの項目番号を示している。

จݙ
Kamio	Y,	Haraguchi	H,	Stickley	A,	Ogino	K,	Ishitobi	M,	Takahashi	H	(2015).
Brief	Report:	best	discriminators	for	identifying	children	with	autism	spectrum	disorder	at	
an	18-month	health	check-up	in	Japan.
Journal	of	Autism	and	Developmental	Disorders,	45,	4147-4153

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

6 

M-CHATपउऐる1ୃ6ধাৎद 
શৡभৈःඨ৯ 

2516भಹୠుभॹشॱप੦तऎ 

 (Kamio et al., 2015) 

ඨ৯ ఏ৲ਖ਼શ係ਯ 
(# 6 ) ਏभऔख 0.511 
(#13) ெኼ 0.437 
(#14) ళખ応 0.335 
(# 5 ) ऴॉฉल 0.197 
(#15) औख୯జ 0.153 
(#21) ୁ৶ੰ 0.143 
(# 9 ) ௪ँるुभ॑ৄचる 0.132 
(# 7 ) ௪のऔし -.100 
(# 8 ) ਃચ的ฉल 0.090 
(#17) ଳ୯జ -.087 
(#23) ভ的ස -.014 
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乳幼児期のASD児の特徴の 2つ目としては、ASDに特異的な聴覚過敏、常同行動、感覚への没頭などの
行動が見られることが明らかになっている。
例えば、M-CHATでは、聴覚過敏について、「ある種の音に、とくに過敏に反応して不機嫌になりますか？
（耳をふさぐなど）」という質問項目で評価することになっている。
常同行動については、「顔の近くで指をひらひら動かすなどの変わった癖がありますか？」、感覚への没頭に
ついては、「何もない宙をじぃーっと見つめたり、目的なくひたすらうろうろすることがありますか？」と
いう質問項目で評価する。
これらの聴覚過敏、常同行動、感覚への没頭などの行動は、ASD児の特徴として一般的によく知られてい
る行動ではあるが、1歳 6ヵ月頃のASD児の多くに見られるわけではない。1歳 6ヵ月頃では、定型発達
児とASD児の識別において、これらの項目の識別力は低いことが明らかになっている。

จݙ
Kamio	Y,	Haraguchi	H,	Stickley	A,	Ogino	K,	Ishitobi	M,	Takahashi	H	(2015).
Brief	Report:	best	discriminators	for	identifying	children	with	autism	spectrum	disorder	at	
an	18-month	health	check-up	in	Japan.
Journal	of	Autism	and	Developmental	Disorders,	45,	4147-4153
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• ASDに્౮的なಁખ応やଞষ 
 このফೡで、ASDు৸৩にৄैोるॎけではないٮ
ٮ M-CHATのうठ、このඨ৯のASDશ૨がいことにもି意 

– ലಁ過ส 
あるரのఠに、とऎに過สにખ応しथਂਃになりऽすك11#ق
かقءປをऴऔएなनك 

– ଞষ 
౿のऎでをऱैऱैかすなनのॎったᇑがありऽすك18#ق
かء 

– ಁषのྷ୍ 
୦もないຬをगंーっとৄつीたり、৯的なऎऱたすैうك22#ق
ौうौすることがありऽすかء 
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2ୃ1ୃ6قধা2ୃعがऽしいكの発達ుとASDుがંす 
対人॥গॽケー३ঙথষをいऎつかৄथाऽしॆう 

 
• (# 6 ) 要のऔし 
• (#13) ெኼ 
• (# 5 ) ऴりฉल 
• (#15) औし୯జ 
• (# 9 ) ௪あるものをৄせる 
• (# 7 ) ௪のऔし 
• (#17) ଳ୯జ 
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অॹड़൸भଳല 

発達ుउよलASDుの、 
ඨ৯のがったঅॹड़ 
ॡজॵউ1قつ20ଧங度のಢ 
いものكをਛし、研修で提 
ંする。 
ٮ ୶उेलଢ଼ఊदभઞ৷ 
पणःथ意॑੭るऒध؛ 

ビデオ映像は、各地域で、項目に合わせたビデオクリップを作成することが望ましい。
ビデオ映像の作成が難しい場合、自治体が実施するかかりつけ医等発達障害対応力向上研修に限定して、国
立精神・神経医療研究センター	精神保健研究所	児童・思春期精神保健研究部作成の映像資料の貸し出しが
可能である。
貸し出しを希望する場合には、国立精神・神経医療研究センター	精神保健研究所に申請すること。具体的
な手続きについては、国立精神・神経医療研究センター	精神保健研究所のHPを参照。
http://www.ncnp.go.jp/nimh/dd_taioryokukojo.html
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অॹड़ॡজॵউに出る、2ୃ1ୃ6قধা2ୃعがऽしいك
の発達ు1उよलASDు12عの、発達قৗගKૄ発
達ਫ਼ਪ等のટكやASDඪ૾等ق൧断、M-CHATやPARS-TR
等のટ等كをලၷに提ંする1قにつき12ූعங度のスছ
ॖॻك。 

যੲਾ॑ਁखऩःेअपؚউছॖং३شपमਈপभଦൟ
॑する؛ 
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 ५भງஂشॣ
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• 発達 

• 発達 
– ৗගKૄ発達ਫ਼ਪの発達ਯ؟ 
৸୩ୠٳ、િ؞ઈٳ、ੳੴి؞応ٳ、ୁ؞ভٳ 

• ঽ൷ඪඪ૾に関する௬ 
– M-CHAT ؟合ੑਂৢ過ඨ৯ਯ23طٳ、重要ඨ৯ਂৢ過ਯ10طٳ 
– PARS-TR؟ు期আーॡ੭点ٳ点、ਠ੭点ٳ点 

10 

 
A  ੬ు 1ୃ6ধা 



2���

ࣗดεϖΫτϥϜのૣ期ީのΞηεϝϯτ

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「要のऔし」のঅॹड़ॡজॵউ
を提ંする 

 

 

 

 

؟नもがᓐ等をऔしथ、প人に要するطしない場એ 

場એਝの؟প人が2つのᓐをनもにৄせथ「नっठऺし
いء」とनもにགबる場એ 

12 

ਏभऔख 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ঽ൷ඪスঌॡトছ障害ق௧医ਃ関でٳୃٳধা時に൧断ك 

• 発達 
– ৗගKૄ発達ਫ਼ਪの発達ਯ؟ 
৸୩ୠٳ、િ؞ઈٳ、ੳੴి؞応ٳ、ୁ؞ভٳ 

• ঽ൷ඪඪ૾に関する௬ 
– M-CHAT ؟合ੑਂৢ過ඨ৯ਯ23طٳ、重要ඨ৯ਂৢ過ਯ10طٳ 
– PARS-TR؟ు期আーॡ੭点ٳ点、ਠ੭点ٳ点 

11 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「ெኼ」のঅॹड़ॡজॵউを提ંする 

 

 

 

 

؟नもがপ人とઌ๚っこฉलをするطしない場એ 

場એਝの؟প人がॽढ़ーをैせるをৄせथ 
「ઌ๚しथाथآ」と、नもにপ人のを
ઌ๚するようയす場એ 

13 

ெኼ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「ऴりฉल」のঅॹड़ॡজॵউを 
提ંする 

 

 

 

 

؟नもがপ人とᓐをઞっथฉवطฉयない場એ 

場એਝの؟人やउऽऽओとのᓐをઞっथ、প人と 
नもがคにओっこฉलをする場એ 

14 

ऴॉฉल 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「௪のあるものをৄせる」の 
অॹड़ॡজॵউを提ંする 

 

 

 

 
؟नもが௪のあるものをপ人にৄせるৄطせない場એ 

場એਝの؟नもがಜवようなᓐをളਯ৷意し、 
नもがঽীのきなようにฉ॒でいる場એ 
 كপ人はनものजयにいるق

16 

௪भँるुभ॑ৄचる 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「औし୯జ」のঅॹड़ॡজॵউを
提ંする 

 

 

 

؟প人がोたとこौにあるᓐをऔしथ、नもがপ人
のऔした্向をৄるৄطない場એ 

場એਝの؟প人が12عmोたਜ਼઼にあるᓐ等をऔし
ながै、「ৄथآ」とनもにइる場એ 

15 

औख୯జ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「௪のऔし」のঅॹड़ॡজॵউ
を提ંする 

 

 

 

؟नもが௪のあるᓐをऔしथ、প人にइようと 
するطしない場એ 

場એਝの؟नもがಜवようなᓐをളਯ৷意し、 
नもがঽীのきなようにฉ॒でいる場એ 
 كপ人はनものजयにいるق

17 

௪भऔख 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達ుउよलASDుの「ଳ୯జ」のঅॹड़ॡজॵউを 
提ંする 

 

 

 

؟প人がोたとこौにあるᓐをৄथ、नもがপ人の 
ৄथいる্向をৄるৄطない場એ 

場એਝの؟প人が12عmोたਜ਼઼にあるᓐ等を 
ৄながै、「ৄथآ」とनもにइる場એ 

18 

ଳ୯జ 
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●	対人コミュニケーション行動が見られない場合

対人コミュニケーション行動が見られないときに考えられることは、その子の社会的発達になんらかの問題
があるということである。
ただし、観察を行った遊び場面で、そのような行動を示す機会がないためたまたま行動しなかったという可
能性もある。その可能性を否定するためには、対人コミュニケーション行動を引き出すための場面設定と、
熟練した評価者が必要である。それらの評価のためには専門機関へ紹介することが必要である。
かかりつけ医から専門機関（医療機関、療育センター等）を紹介する場合には、子どもの発達には個人差が
あること、お子さんが平均的な発達と違っていることを具体的に説明することがポイントである。例えば、
「子どもの発達の仕方はひとりひとりさまざまですが、お子さんのコミュニケーション行動の発達の仕方は、
多くの平均的なお子さんさんとは少し違っているように思われます。」というような伝え方ができる。また、
専門機関でお子さんの行動観察や発達検査を受けることで、子どもへのかかわり方を工夫できることを伝え
ることが大切である。例えば、「現在のお子さんの発達状況に合ったかかわり方を工夫するために、お子さ
んの発達についてより詳しくみてもらえる専門機関に、一度ご相談されてはいかがでしょうか。」というよ
うに伝えるとよい。スムーズに紹介できるように、専門機関と連携できる関係を築いておくことが望ましい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ভ的発達のな॒ैかのਖ 

• ঽฉल場એでたऽたऽਃভがないたीষしないという૭
ચਙを౯するたीには、対人॥গॽケー३ঙথষをਬ
き出すたीの場એਝق௴場એのଡୗ৲كと࿃ಫした௬
者が必要 
⇒�௧ਃ関षのງ介 

• ງ介するのএॖথト 
– नもの発達のல্には人୷があること 
– 的な発達とୀいがあること 
– ௧ਃ関で௬をਭけることのওজॵト 

19 

ৌয॥গॽॣش३ঙথষऋ 
ৄैोऩःधऌपઅइैोるऒध 
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●	かかりつけ医による乳幼児のASDについての“気づき”

かかりつけ医が、乳幼児のASDの可能性について気づくためには、対人コミュニケーション行動、特に共
同注意行動を、乳幼児健診の場や診察の場面でチェックすることが望まれる。
共同注意行動とは、注意を向けている事象や事物についての経験と情動を他者と共有する能力・行動のこと
である。例えば、乳幼児が指さしを用いて、自分の意図を他者に伝えようとする行動は、共同注意行動の 1
つである。
1歳 6ヵ月健康診査において共同注意行動を評価することは、2015 年に出された、「標準的な乳幼児期の健
康診査と保健指導に関する手引き」により推奨されている。具体的には、1歳 6ヵ月児健康診査の推奨問診
項目に、指さしに関する設問が、新規発達項目として取り入られている。

จݙ
平成 26年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究班
標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き～「健やか親子 21（第 2次）」の達成に向
けて～

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ు൧の場、൧の場એでુି意ق対人॥গॽケー
३ঙথষのரكをॳख़ॵॡする 
 ك2015 ස 「ఏ的なు期の೨൧ਪと৳に関するুਬき」ق

20 

ऊऊॉणऐୢऋుभASDभ 
૭ચਙपणःथnਞतऎ|ञीप⋇ 

⋉औしに関するਝਖをတඨ৯「ৗૠ
発達ඨ৯」につり入ोたが、こोは
M-CHATقThe Modified Checklist for 
Autism in Toddlersكかैྴ出した「ુ
ିଳ」のऔしඨ৯である。 
औしには、「要」のऔし、「௪
」のऔし、जしथ「૭ಗ」のऔし
等があるが、こोैについथ、ు
൧भৃदৰपලऩਫ਼ਪ॑ॉোोथ
པするऒध॑တする؛ 

ْ1ୃ6かাు೨൧ਪのတਖ൧ඨ৯ٓ 
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また、「標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き」では、指さしに関する設問の際に、文字
だけではわかりにくい場合もあるため、イラストなどを用いて説明することが重要であるとされている。
なお、M-CHATでは、4つの設問で、その設問に合わせたイラストが挿入されている。

จݙ
平成 26年度厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業）
乳幼児健康診査の実施と評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究班
標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き～「健やか親子 21（第 2次）」の達成に向
けて～

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

21 

「ఏ的なు期の೨൧ਪと৳に関するুਬき」 2015 ස 
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かかりつけ医が乳幼児のASDの可能性について気づくための方法として、他には、保護者の方に記入して
もらう質問紙を使用したり、保護者との面接により確認したりすることが望まれる。
日本でエビデンスが示されている質問紙としては、M-CHAT、日本版 SRS-2 対人応答性尺度がある。また、
保護者との面接により評価する PARS-TR（親面接式自閉スペクトラム症評定尺度テキスト改訂版）がある。
なお、PARS については、平成 28 年度より診療報酬点数表に収載されている。それぞれ、評価項目・数、
評価方法、対象（子ども）の年齢に合わせて使用することが重要である。
M-CHATについては、国立精神・神経医療研究センター、精神保健研究所、児童・思春期精神保健研究部
のHPからダウンロードできる。
http://www.ncnp.go.jp/nimh/jidou/aboutus/aboutus.html
自治体の 1歳 6ヵ月健康診査（医療機関での個別健診なども含む）などで実際に利用する場合には、使用
目的、対象、使用場所、使用方法等の連絡をお願いしている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ੶入ૄସਖやએமによりનੳする 
– M-CHATقModified Checklist for Autism in Toddlersك 
 كInada et al., 2011ق

• 対1ୃ4؟ধা2ୃ6عধা 
• ௦ସਖ23قඨ৯2-1、كধাにইज़টーએமを実施 

– মගSRS-2対人応௦ਙჃ度قSocial Responsiveness Scaleك 
 ك෩、ഀླྀর、মધ৲ఐ৾ౣ؞Constantino, J. N. ෩、ઋஏ഻ ૰ق

• 対ق3ྜ؟ుග4ྜ、كਰ上৾قญගك  
• ௦ସਖ؞ઇప௦ସਖ65قඨ৯ك 

– PARS-TRقParent-interview ASD Rating Scale - Text Revisionك 
 ك2015ಹ੮১人発達障害੍ରのたीの௬研ভق

• 対3ྜ؟ਰ上 
• એமჃ度57قඨ৯قكు期34ඨ৯、ుญ期33ඨ৯、ઓஐ期؞ਛ
人期33ඨ৯ك 

 �ਛ28ফ度より൧ਾີ点ਯにઽൗऔोथいるپ

22 

ऊऊॉणऐୢऋుभASDभ 
૭ચਙपणःथnਞतऎ|ञीप⋈ 
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自閉症スペクトラムの早期徴候のアセスメント

スライド 23

●	保護者への情報提供や養育上の助言

ASDの可能性に気づいた後、かかりつけ医には、保護者に対して情報提供や養育上の助言を行うことが望
まれる。
このリーフレットは、国立精神・神経医療研究センター、精神保健研究所、児童・思春期精神保健研究部が
作成したものである。HPからダウンロードできるため、参考にしてほしい。
http://www.ncnp.go.jp/nimh/jidou/research/research.html
「1 歳を迎えるお子さんをもつ保護者の方へ」というA4サイズ 1枚、裏表に、0歳後半、11 ～ 12 ヵ月、
15～ 17か月の平均的な発達の目安や、ワンポイントアドバイスが書かれている。このようなリーフレット
を保護者に渡してもよい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

23 

気づきの後、保護者への 
情報提供や養育上の助言 

（国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 児童・思春期精神保健研究部  作成） 
http://www.ncnp.go.jp/nimh/jidou/research/research.html  

• 0歳後半、11～12ヵ月、15～
17か月の平均的な発達の目安 

• ワンポイントアドバイス 
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スライド 24

これは、同じようなリーフレットの一例である。諏訪保健福祉事務所管内保健業務研究会が作成したもので
あり、国立精神・神経医療研究センター、精神保健研究所、児童・思春期精神保健研究部のHPからダウン
ロードできる。
http://www.ncnp.go.jp/nimh/jidou/research/research.html

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

24 

（諏訪保健福祉事務所管内保健業務研究会  作成） 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

25 

（諏訪保健福祉事務所管内保健業務研究会  作成） 

スライド 25
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●	かかりつけ医にお願いしたいこと

地域におけるASDの早期発見・早期支援において、かかりつけ医には、気づきから支援と評価へつなぐこ
とがその役割として求められる。
そのためには、まずは、ASDの早期兆候（＝対人コミュニケーション行動が少ない／弱い）のある子ども
はフォローが必要であることを理解することが大切である。
しかしながら、発達には個人差があるので、ある時期の一度だけの観察・評価でASD診断の有無あるいは
可能性の有無どちらも結論づけてはいけない。
ただし、「様子をみましょう」とは決してしないことが大切である。子どもの発達と共に支援方法を変える
必要があり、その時その時の子どもが必要とする支援を考えるために、定期的な観察・評価が必要である。
対人コミュニケーション行動の弱い子どもを育てている保護者は、日常的に育児に困っていることが多いた
め、保護者のニーズを知る工夫が求められる。保護者のニーズに合わせて、子育て支援サービスあるいは専
門医療機関のいずれが適切か判断し、紹介することが大切である。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ASDのଫ期ூٙق対人॥গॽケー३ঙথষがないط
ൠいكのあるनもはইज़টーが必要である。 

• しかしながै、発達には人୷があるので、ある時期の度
टけの௴؞௬で、ASD൧断のથ૮あるいは૭ચਙのથ૮
नठैもतけथはいけないが、「をाऽしॆう」と
はৠしथしない。 

• はଞ的にుにっथいることがऎ、のॽー६をੴ
るੵがीैोる。のॽー६にあॎせथ、थ੍ର؞
発達੍ର१ーঅス、あるいは௧医ਃ関のいङोがిજか
をਖ਼断しງ介する。 
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ऊऊॉणऐୢपउൢःखञःऒध 
ਞतऌऊै੍ରध௬षणऩए 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達障害のあるుの੍ରとଫ期੍ର 

೭প৾প৾ 医৾௺研ఐ 

ಏ෫ੱ理৾ౠ 

੩上  
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト মଝभबैःधง৯ఏ 

1. 発達障害に対するੇఔ੍ରの重要ਙを理ੰすること 

2. ు期のの「ਞतきの」、「൧断のਂ」、「
৬的なു੍ର」、「੍৾ର」というॽー६の理ੰと対応
を理ੰすること 

3. ঌ॔ঞথトওথॱー、ঌ॔ঞথト؞トঞーॽথॢの૽સと意
ଝについथ理ੰすること 

4. ଫ期の重要ਙとをਭけるのੱ理૾ଙについथ理ੰ
すること 

1 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ম人੍ରとともにു者であるੇఔを੍ରすることがඪ૾の
重Ⴟ৲やઃ障害のଆにથ 
– 発達障害者੍ର১でのਜ਼઼तけ 
– ௐে労働の੍ର৬ 

• ଫ期かैのੇఔ੍ରのથਙ 
– ટ 

• 発達യਤや、ষ障害やశষなनのଆટに関するग़অॹথス 
• の೪うつやওথॱঝঊঝスのఒ 

ম人੍ରにষきつऎたीには、ऽङの理ੰ、जのたीにもଫ期のੇఔ੍
ରが必要 

2 

1. ੇఔ੍ରभ意ଝ 

●	家族支援の意義

多くの人は人生の初期からかなりの時間、家族という集団社会の中で成長し過ごす。子どもにとって家族は、
その成長のための重要な環境の一つである。発達障害に限らず、知的障害、身体障害、その他難病のある子
どもについて、その子どもだけでなく、家族も含めて支援することの重要性は言うまでもない。発達障害に
おける家族の支援ニーズは、子どもの障害の種類や程度という個人的要因、親の健康や経済状況や家族関係
などの家庭に関する環境要因に加えて、診断時期も含めた子どもの成長過程による時系列的要因によっても
変化する。
家族支援は、診断前の早期から開始することが有効であることを示す多くのデータがある。本人支援に行き
つくためにも、まずは早期の家族支援が必要である。

εϥΠυ�



2�2�

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

●	発達障害者支援法改正後の家族支援の重視（13条）

2016 年に改正された発達障害者支援法第 13 条には、発達障害者の家族に対する支援の必要性について、
「適切な対応」、「情報提供・助言」、「互いに支え合うための活動」という内容がより具体的に明記されてい
る。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ਸ਼ેਕ 
– 「ਿल੨は、発達障害者のੇఔजのの関係者がిજな対
応をすることができるようにすること等のたी、ుญৼਚ等関係ਃ関
と৴をりつつ、発達障害者のੇఔजのの関係者に対し、ৼ、ੲ
ਾの提供लஃ、発達障害者のੇఔが൩いに੍इ合うたीのણの੍
ରजのの੍ରをిજにষうようीなけोयなैない。」 

• 「ిજな対応」、「ੲਾ提供؞ஃ」、「൩いに੍इ合うた
ीのણ」というઍがનにాりऽोた。 

3 

૩੍ର১ ਫभ
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2�2�

●	発達障害者支援法改正後の家族支援の重視（5条）

第 5条の 3には、診断のない児童の保護者についても、相談・情報提供による支援の必要性が明記されて
いる。発達障害支援では、診断のある児者だけではなく、疑いのある人も含めて支援していくことで、さま
ざまな困難を予防していくことが求められている。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ਸ਼のگ 
– 「ుญに発達障害のઑいがある場合には、ిજに੍ରをষうたी、ਊ
ჾుญの৳૧者に対し、ಲਢ的なৼ、ੲਾの提供लஃをষうよ
うीる」 

• 「൧断のないుญの৳૧者」にउいथもৼ؞ੲਾ提供によ
る੍ରの必要ਙを੶した 
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૩੍ର১ ਫभ
ੇఔ੍ରभଳ 



2-30

発達障害のある児の親支援と早期支援

●	発達障害者支援体制整備

上記のように厚生労働省も、家族支援対策としてペアレント・トレーニングやペアレントメンターなどの施
策を推進している。

スライド 5

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害者支援体制整備 
地域生活支援事業の内数 



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

●	幼児期の親への支援

幼児期の家族支援は、①気づき段階の支援　②診断前後の支援　③障害特性の理解に基づいた具体的な支援　
④就学に対する支援　の 4つに大別できる（井上ら 2014）。
気づき段階、診断の前後の時期において、親は多くの葛藤や不安、ストレスに直面する。発達障害のある子
どもの親は、特に知的障害を伴わない場合、気づきや診断ともに遅れる傾向がある（山根 2010）。
親の障害への気づきや理解の困難は、その後の支援に大きく影響する。発達障害に対する乳幼児健診のシス
テムや精度、早期発見から支援への体制は、発達障害者支援法の整備以降、各自治体で改善がなされてきて
いるが、親の理解と協力なしには健診から支援へと繋がらない。早期支援システムの中でも親への支援は大
きな課題となっている（本田 2014）。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. ਞतきమでの੍ର 
     にఞりいુすることかै発達ৼष 

2. ൧断の੍ର 
     ୠの੍ରੲਾ提供やの੍इ合い 

3. 障害્ਙの理ੰに੦तいた৬的な੍ର 
     ঌ॔ঞথト؞トঞーॽথॢなन 

4. ৾に対する੍ର 
     ৾ৼやঌ॔ঞথトওথॱーによるআ॔१এートのౄ実 
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2��2

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

●	知的障害のないASDの親の障害への気づき

Howlin	&	Asgharian（1999）による英国の調査では、気づきの段階は知的障害を伴う群が平均 11ヶ月な
のに対して、知的障害を伴わない群は平均 30ヶ月になるとし、知的障害を伴わない群の親は診断を得るま
での長い時間の中で大きなフラストレーションを経験していることを指摘している。気づきや確定診断まで
の期間が長ければ、その間母親は自身の育て方を責め、適切な情報や具体的な援助が得られずに、不安を長
期間体験する可能性もある（柳楽・吉田・内山，2004）。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

Howlin, P., & Asgharian, A. (1999). The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey 
of 770 families. Developmental Medicine and Child Neurology, 41(12), 834–839. 

• ஶবのঽ൷ඪスঌॡトছ障害ుの 
• 614のঽ൷ඪుのと॔スঌঝफ़ーඪණの156の൧断৽ୡをૻຎ 
• ਞतきの時期 

– ঽ൷ඪණの ে18না 
– ॔スঌঝफ़ーණの ৺30না 

• ൧断のન 
– ঽ൷ඪණの ৺5.5ফ 
– ॔スঌঝफ़ーණの ৺11ফ 

• ਞになっथいた点 
– ණともভਙの発達 
– ASණは॥গॽケー३ঙথのਖにはਞतきにऎいൊ向 

• ॔スঌঝफ़ーණのがঽ൷ඪණのよりもન൧断を੭るऽでにかなりশ
いభとপきなইছストঞー३ঙথを৽ୡしथいることがંऔोた。 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

●	気づき段階での親の心理状態

身体障害や知的障害と比較して、発達障害の場合の社会性の発達の遅れや、感覚過敏・鈍麻といった感覚の
問題などは、親にとって非常にわかりにくい特徴である。
気づき段階については、例えば、幼稚園や保育所に入れてから集団場面があって初めて気づくということが
多い。しかし、最初はなかなか納得できない人も多い。
子ども同士のトラブルが園でしょっちゅう起こる。でも、自分の子どもは家族の中で見ている限りはそんな
ことはない。保育士の対応がおかしいのではないか？などの疑念も生じる。
男の子だから発達が遅いのかな？というような「気づきのきっかけ」はあるのだが、スムーズに相談に結び
つきにくいものである。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

「ਞतき」のきっかけ 
• ૐ੮場એのをৄथ 
• औऽकऽなनものトছঈঝ 
• ઇపや者かैのత 
• きॆうटいとのૻຎなन 

「ोषのਞतき」とਂ 
• ोに対する౯ 
• ৼਃ関やਭ൧を൭ीる人に対する౯のਞठ 
• टोにৼしたैよいのか 
• ৼすることはोをੳीることになる 
• のੇఔかैのストঞス 

৳పҩ৳؞ညୱઇపなनମにいる人がのਞठによりい
ながैऽङは௧ৼषとつなऑることが重要 
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2���

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

●	園でできる気づきへの支援

気づきの段階での支援では、親の気持ちにより添いながら本人支援を開始し、支援者と親とが信頼関係を築
きながら専門相談へとつなげていくことが求められる。保健師、保育士、幼稚園教諭などの支援者が子ども
の発達の遅れや偏りに気づいていたとしても、親が同レベルの気づきを持っているとは限らない。また、親
が子どもの発達の遅れや偏りに気づいていたとしても、園などの集団の場で過剰適応してしまうタイプの子
どもにおいては、支援者にそれを否定されてしまうこともある。支援者は親の気持ちに寄り添い、共感しつ
つも、親との間に気づきのギャップがどの程度あるかを把握しながら共通理解を図っていく必要がある。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 「൧断」かैではなऎ「੍ର」かै॔উটーॳする 
• 担ભભせにせङଵ理職をいोたॳーで対応する 
• の౯をਘीथいる要を話し合う 
• かैの話をൊലする 
• ষ事なनでの事の配慮なनをと話し、きっかけりをする 
• ৼをણ৷する 
• ৳పや੍ର७থॱーとの৴をষなう 
• ৼਃ関につなए 
• ৳૧者にਙがあるケースྦق待জスॡなनكについथは
ୠのਗਃ関をઐइたॿॵトডーॡをણ৷する 

9 

ୱददऌるਞतऌषभ੍ର 



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

●	診断に際して

診断に関する親の受け止めは、医師による診断告知の方法や時期、親の発達障害に対する知識や心理的状況
によって大きな影響を受ける。
診断を医師から告げられた瞬間の記憶というのは、鮮明に覚えている方が多い。診断をすぐに納得できる方、
腑に落ちたと言う方もいらっしゃるが、多くはやはり認めたくない気持ちが生じ、どうして私だけがこんな
目に遭うのだろうとか、診断直後はいろんなことを考えましたという報告が多い。限られた時間の中で医師
が地域の情報を保護者が納得するように時間を尽くして説明することは難しく、ソーシャルワーカーやペア
レントメンターによる相談に繋ぐのも一つの解決策である。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ऎのにとっथ൧断をॎोたときの੶༨はেၺພोैो
ない 

• ऽた、すएにはವ੭できない場合もある 

• 医పは、もವ੭のいऎ௬のুದを౷ा、あいऽいでなऎ
નにॎかりやすऎइることがপજ 

• ্、ऎの൧場એでは、൧断時のੲਾ提供やইज़টーに
ેীに時をかけることができないਖもோ 

• ঌ॔ঞথトওথॱーによるੲਾ提供 

10 

൧पखथ 



2���

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

●	診断時の伝わりにくさ

診断時の医師のことばを誤解したり、よいように解釈して受け取ってしまう親もいる。具体的に言葉を尽く
して伝えることが求められる。
診断告知のあり方は、母親の受け止め方や障害理解に大きな影響を及ぼすことはいうまでもない。診断告知
は親に対して悲嘆や自責の念、抑うつや怒りなどの否定的な感情だけでなく、肯定的感情を引き起こすこと
も多くの研究で指摘されている。山根（2011）は高機能広汎性発達障害の診断告知時の母親の感情体験と
関連要因について検討し、診断告知において、それを受けるタイミングや育児ストレスを踏まえた対応、当
面の指針となる具体的な助言と情報の提供の必要性を指摘している。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 「とりあइङ౼ణには౮ଞはありऽせ॒」 
 「。。障害はない॒ですब」ڀ

• 「ঽ൷ඪのൊ向があるかもしोऽせ॒」 
 「。。。नっठな॒टौう」ڀ

 

ਉಋははっきりとનにइること 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

●	個別場面でのわかりにくさ

発達障害、特に知的障害のない自閉症の場合、個別の問診では特に問題を感じにくいこともある。
家庭だけではなく、園やその他の集団場面での様子を具体的に聞き取る。「先生はなんとおっしゃっていま
したか？」など、支援者からの視点や支援者との関係性についても質問してみる。
また安易に断定することはリスクがあることに注意する。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

事 
• ফশ੬ుで৳ਚではંにしたがइない、ૐ੮になगीない、༧য়
なनのষがあり、ୱはいやがるಟをହ੭しथ௧ਃ関षのৼを
すすीた。 

• はかかりつけの৵ుఐ医にਭ൧し「ੇではਖはないのですが」、
とજり出した。 

• ൧、3ୃు൧でもਖなऎ、୴の発達もଐであった。൧ୃڭ
時のম人とのやりとりもはきはきと੪ਞよऎ応इるかै医పは
「ੱ配ありऽせ॒、পຣですよ」といった。 

• ಟはうोしजうにషっथいたが、৳ਚではॎैङষ上のਖ
がಲਢした。 

• ಟは医పの୴をに৳のৼਃ関の൭ीにはਰऽったऎປ
をजうとしなऎなっथしऽった。 
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2���

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

εϥΠυ��

●	診断による問題の解消と発生

親に子どもの発達の問題を伝える際には、親の納得と理解が得られるような明確さと共に、適切な養育へと
繋がっていくような情報提供に留意する必要がある。十分な説明やインフォームド・コンセントのもとで診
断の根拠となる発達的なアセスメントを実施することはもちろん、フィードバックの際も子どもが良くでき
ている領域から伝え、苦手な領域については配慮事項やさらなる情報のアクセス先を伝える。具体的アドバ
イスは親の精神状態や家庭環境に留意して、親が成功体験を得られるよう実行可能なレベルで行うことが望
まれる。しかしながら一方では、診察時間の中だけで十分な診断告知とフォローを行うことは限界もあり、
診断後のケアやフォローを多職種が連携して行えるシステムを工夫していく必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ੰした点 
「০の対૪の্向ਙがઅइैो、りੌीた」 
「ਞठのયજりがついた、ಁ༔ができた」 
「ႈ೩؞नもの૾ଙをし理ੰできた、ವ੭した」 

ৗたに発েした点 
「৬的ながなऎ、০のుに対しथਂがেगた」 
「ઃषのステॵউषのੲਾ提供や障害に関するੲਾ提供がなかった」 

  

ಒ൘ك2001ق৾期にउけるঽ൷ඪుのಟの障害ਭઍ過ங ્ઇ研 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

εϥΠυ��

●	診断とその後のフォローのあり方

診断告知には十分な説明、そして支援に関する情報提供が必要である。
支援に繋がる診断とするため、メンターからの情報提供、ペアレント・トレーニングなど、子どもや親の状
態に応じた地域の情報を紹介していける体制を構築する必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ൧断ઔੴにはેীなହ、जしथ੍ରに関するੲਾ提供が 
必要 

• ൧断をমત的な੍ରのスॱートとする 

• 「थ」、「༧ஆ」にఞりう੍ରが必要 

• ঌ॔ঞথトওথॱーによる୰でのৼ੍ର 

• ୠの੍ରজ९ースとの出ভい 

• ৬的なथのੵڀঌ॔ঞথト؞トঞーॽথॢ 
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2���

発達障害のあるࣇのࢧԉとૣ期ࢧԉ

εϥΠυ��

●	ペアレントメンターとは

ペアレントメンターとは、自らも発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニン
グを受けた親を指す。メンターは、同じような発達障害のある子どもを持つ親に対して、共感的なサポート
を行い、地域資源についての情報を提供することができる。高い共感性に基づくメンターによる支援は、専
門家による支援とは違った効果があることが指摘され、厚生労働省においても有効な家族支援システムとし
て推奨されている。現在ペアレントメンター活動は、全国の自治体に広がるとともに、発達障害だけでなく
他障害にも広がりを見せている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ওথॱーقmentorكとは「信頼のउけるৼৼু」という意 
ঌ॔ঞথトওথॱーとは、によるのたीのৼ者 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

εϥΠυ��

●	親が親に相談したい「時」

北海道における約千人の親を対象とした調査では、親が親に相談したい「時」はライフステージを通して存
在する。
特に、学齢期において相談ニーズが高い傾向にある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	ペアレントメンターによる支援の特徴

メンター相談の特徴は、「共感性の高さ」と「当事者視点での情報提供」にある。
しかし、メンター活動には過剰な共感や巻き込まれ、相談による傷つきなどのリスクも伴う。
日本ペアレント・メンター研究会では養成研修を提唱している。現在、全国のメンターの多くは、養成研修
を修了し、各自治体に登録している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ુਙのৈऔ 
• ग障がいుをथथいるとしथુでき、ఞりうことができる 

ਊ事者ଳ点でのੲਾ提供 
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●	メンターによる病院での相談事業

鳥取県のメンター事業の一つとして、病院でのメンターによる早期相談事業がある。
県からの委託事業として、西部 2病院、中部 1病院、東部 1病院で月に 2回メンター相談を行っている。
主治医から相談希望がある親御さんに申込書を渡していただき、相談予約をしてメンター 2名で相談を行っ
ていただく。相談後はメンターが心理士と事後ミーティングをし、心理士がカルテに記入する。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	ペアレント・トレーニングとは

診断後の支援は、親の気持ちへのより添いに加えて、療育機関の情報提供や、障害特性の理解に基づいた子
どもに合わせた対応方法など、子育てに関するより具体的な疑問に応えていく支援に移行していくことが求
められる。また障害特性に対する理解を深めつつ、食事、着替え、入浴、排泄、睡眠といった日常生活の中
で生じる困難、ことばや認知発達の遅れ、こだわりや感覚過敏、集団適応の困難さ、などへの疑問に答え、
共感的に聞き取り、日々の子育てやかかわりの中で可能な具体的な工夫を共に考えていく必要がある。
ペアレント・トレーニングはこうしたニーズに対応できる支援プログラムと言える。ペアレント・トレーニ
ングの中で取り扱われるプログラムは、子どものほめ方やしかり方、こだわり行動や問題行動への対応、ス
トレスマネジメント、身辺自立や生活の中でのスキルの教え方などで、講義、グループによる話し合い活動、
ロールプレイ、ホームワークなどの活動を通じて学んでいく。ペアレント・トレーニングの中身をどのよう
なものにするかは、参加者の年齢や障害種や重さやニーズの違いによって異なる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	発達障害におけるペアレント・トレーニングの目的

ペアレント・トレーニング（以下 PTとする）とは、行動変容の技法の学習を通して親の養育行動を変容さ
せることにより、子どもの健全な成長発達の促進や不適切行動の改善を目的とした教育的なアプローチであ
る。
PTには個別的に提供されるプログラムとグループで提供されるものがあり、重篤な問題行動を対象とする
場合や PTが個別療育に付随する場合以外は、グループ形式で実施されることが多い。PTの効果としては、
子どもの生活スキルやコミュニケーション行動などの適応行動の獲得、問題行動の改善、親の養育スキルの
獲得、親子関係の改善、子育てストレスや抑うつ状態の軽減などが示されてきている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. नもの障害્ਙや発達の૾ଙを理ੰすること 

2. नもと॥গॽケー३ঙথを௫しीるようになること 
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●	ペアレント・トレーニングの標準的な内容

井上ら（2008）のプログラムは、知的障害、自閉症、その他の発達障害など幅広い障害のある、幼児から
学齢児までの子どもを持つ親を対象にしている。特に子どもとのかかわり方の学習だけでなく、家庭での課
題を発見し、実際にスタッフと指導プログラムを立てて実践することを特徴としている。
プログラムの人数は 10名程度で、8～ 9回の隔週の連続講座で構成され、1回のセッションは 2時間で講
義とグループ演習からなる。参加者は、事前にプログラムの目的、内容、費用、回数などについて十分に説
明し、同意を得た上で決定される。グループで行うため、重篤な精神疾患などがなく、グループで話し合う
ことができる状態であることを基準にしている。PTよりも個別面接が適している場合はそちらを紹介する。
ワークブックに基づいて、「ほめ上手」（強化方法）、「整え上手」（視覚化と構造化）、「伝え上手」（指示の出
し方）、「観察上手」（行動の見方と問題行動への対応）、「教え上手」（課題分析と家庭での指導方法）などの
内容の講義とグループワークが実施される。グループワークとしては、日頃の悩みや地域の情報を交換する
だけでなく、サポートブックを作成したり、自分の子どもに合わせた家庭で実施できる療育プログラムをス
タッフと一緒に作成し、家庭で実施してその結果を持ち寄って話し合いながら工夫を共有していく。
親が家庭で実施するプログラムは、親自身が自分の子どもに合わせて課題を選択する。幼児であれば「着替
え」や「入浴」「洗面」「歯磨き」などの身辺自立、児童期では「簡単な家事の手伝い」や「整理整頓」や
「学校の宿題」などの日常的な生活の中で出会う課題を選択することが多い。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	ペアレント・トレーニングのスタッフ

1 グループに対して指導者 1名と補助スタッフ数名で運営し、補助スタッフには先輩保護者であるペアレン
トメンターが入る場合もある。補助スタッフは配慮を要する参加者をフォローしたり、メンターの場合は必
要に応じて自分の子どもの支援グッズを紹介したりする。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	スモールステップで開始するには

厚生労働省は PTを発達障害の家族支援施策の柱として位置づけているが、支援者養成、スタッフ・時間・
場所・予算の確保などいくつかの課題が存在する。特に支援者養成については組織化も必要となる。現在我
が国の代表的な PTプログラムとその研究者が共同して「基本プラットホーム」（岩坂 2015）を作成してい
る。これにより基本的なスタッフ・トレーニング・プログラムの開発が望まれる。
開始にあたっては支援者の技量に応じて、スモールステップで行う必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	ペアレント・トレーニングの効果

2008 年～ 2011 年の間に鳥取県西部地域で全 8回のペアレント・トレーニングに参加した親 79名の結果
である。参加者の出席率は 85%、ドロップアウトは 3名、親に対しては子育てストレス、うつ状態の有意
な改善がみられた。
子どもについては SDQにより困難性・行動改善が示された。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	就学前のグループ相談

幼児期における最後のハードルは就学先の決定である。発達評価を含め園や学校との話し合いの中で、情報
収集やそのための見学などをこなし、夫婦や家族間での共通理解を図りつつ、就学先を決定していかなけれ
ばならない。就学に対する支援では、家族間の意見の一致に至るまでの不安や葛藤に寄り添いながら情報提
供を行う。親の進路決定の手がかりとなる一般的な進路先の特徴を伝えるだけでなく、地域の進路先の情報
収集の方法などを伝えることが重要である。
最近では教育委員会主催の就学相談会が設置されている地域が増え、就学先の最終決定に対する親の意見が
尊重されるようになってきているが、実際に子どもを地域の学校に通わせている先輩の保護者の声を聞きた
いというニーズは高い。前述のペアレントメンターなどの先輩保護者によるグループ相談会などを開催して
いる地域もあり、新しい就学時支援の一つの方法といえる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	地域での家族支援として

診断後は地域での支援機関・教育機関や制度についての適切な情報提供に加えて、具体的対応方法や養育
方法を学ぶ場も必要である。このため、我が国においても従来の親の会活動に加えて、親による親のため
の相談・支援のしくみとして、ペアレントメンターによる相談活動が推奨されるようになってきた（井上ら
2011）。また親が発達障害の特性に対して具体的な対応方法や工夫を学ぶ場として、ペアレント・トレーニ
ング（井上 2011，岩坂ら 2004）やペアレント・プログラム（辻井 2014）などのパッケージ化された親支
援プログラムが各地で広がりつつある。
また、青年期以降の親の精神面のケアに対してもニーズが高まっている。特にASDでは児童期以降の不安
障害などの併存が生じた場合、家族内のストレスや関係性、相互交渉を困難にする可能性が指摘されている
（Reavan,	et	al.,	2009）。
さらに、親を含めた養育者の高齢化にともなって福祉的支援も必要となる。平成 24年度から施行となった
障害者虐待防止法の施行後の調査（厚労省 2013）によると、養護者による虐待が通告件数の多くを占める
ことが明らかになっている。このデータは、養育困難が乳幼児期や児童期だけでなく、青年期や成人期、そ
してさらに養育者である親自身が高齢を迎える時期など、ライフステージを通じて家族支援が必要であるこ
とを示唆している。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	かかりつけ医にお願いしたいこと

親にとって、医師の存在はとても大きい。
限られた診療時間の中ではあるが、親の気持ちを受け止め、必要な支援機関につなげていただけるようお願
いしたい。
そのためにはまず、地域の支援機関の職員やメンターとの顔合わせをしていただき、情報交換をする機会を
設けていただければと思う。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ੍ରをથ意ଝなものにするたीに 
– のਞठをਭけૃीるقൊലとુك 
– 医పの॔ॻংॖスは重ऎਭけૃीैोがठ、जのの૾ଙに応गथ、
ऽङできることかैともにઅइथいऎ 

– ൧断についथのનなହ 
– ੍ରੲਾのງ介 
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●	早期発達支援 1：療育の必要性・意義・実態（総論）

発達障害に対する早期療育の必要性はいうまでもない。
例えば自閉症スペクトラムにおいては、行動分析学をベースにした治療教育的アプローチのエビデンスが多
く示されており、早期高密度行動介入（EIBI;	Lovaas,	1987）や、発達心理学研究の知見を融合した PRT
や ESDMを含む自然的発達行動介入（NDBI：Naturalistic	Developmental	Behavioral	Interventions；
Schreibman	et.	al.,	2015）などが注目を集めている。
EIBI や NDBI は ASDの発達初期に対して有効なアプローチであるというデータが示されてきているが、
現時点ではすべてのASDが EIBI や NDBI によって改善するわけではない。また発達初期に知能や言語発
達や社会性について正常範囲にまでキャッチアップが得られたとしても、児童期や青年期に対人関係や社会
性に関する困難を持つリスク、精神疾患併存のリスクは否定できず、早期療育終了後も一定の支援を要する
と思われる。
いずれにせよ早期養育とともに、ライフステージを通じた途切れのない支援体制を作っていくことが必要と
なる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ଫ期に対しथはऎのग़অॹথスがある 

31 

ଫ੍ର1 
भਏਙ؞意ଝ؞ৰଙقك 

ঽ൷ඪスঌॡトছ 
Smith & Ladarola,(2015). Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder, Journal of Clinical Child 
& Adolescent Psychology,4(6), 897-922. 
• well-established 

– individual, comprehensive ABAق応৷ষীෲك   EIBIقଫ期ૐরك 
– teacher-implemented focused      ABA + DSPق発達的ভ的介入ك 

• probably efficacious 
– individual, focused ABA for augmentative and alternative communication      
                PECSقढ़ーॻを৷いた॥গॽケー३ঙথك 
– individual, focused ABA + DSP 
– focused DSP parent training 

• possibly efficacious 
– individual, comprehensive ABA + DSP ESDMقଫ期介入ॹথংーঔॹঝك 
– comprehensive ABA classrooms   (LEAP) 
– focused ABA for spoken communication  PRTق੦ກষトঞーॽথॢك 
– focused ABA parent training 
– teacher-implemented, focused DSP 

 
 كdevelopmental social-pragmaticقŧŶųپ
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●	早期発達支援 2：療育の具体的取り組み

望ましい療育の内容は、一人一人の障害の程度や発達状況によって異なるため、個別の支援計画を策定し、
それに基づいた療育メニューに従って進めていく。
必要な領域は支援を提供する事業所によって異なるが、場合によっては複数の事業所から支援を受けること
が望ましいこともある。
子どもへの療育だけでなく、ペアレント・トレーニングを併用することでより大きな効果が得られるという
研究結果もある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• رの発達やॽー६に合ॎせたશの੍ରੑのੁ 

• ੍ରੑにปったશॢ؞ঝーউ 

• ୩ୠはر 
– ॥গॽケー३ঙথ 
– ଞেણスキঝ 
– ઈਃચ 
– ੳੴਃચ 
– ভਙなन 

• とঌ॔ঞথト؞トঞーॽথॢとのੌा合ॎせがટ的 
 ك੩上2016؞੨؞ၩমق
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●	既存の支援プログラムのグレードアップのための研究

ライフステージに合わせて家族支援を実施していく上では、複数の機関の連携が重要であることは言うまで
もない。
最後に、こうした機関同士の連携を繋ぐためのインターフェイスとして、個別の支援計画や情報が活用され
ることが必要である。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

رのใோの੍ରউটॢছのॢঞーॻ॔ॵউのたीの 
研が重要 

 

 

 

 

 

 

ୠのଫ期੍ର৬のोとजोをよりટ的にするたीの੍ରউটॢছの 
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ছॖই५ॸش४प়ॎचञ
ੇఔ੍ର 

ుਫ਼൧ ൧断 ઇ 
やৢୱ ৳ਚ؞ညୱ 

શ؞ૐ੮ 
উটॢছ 

 
ৼ 

॥থ१ঝテー३ঙথ 
উটॢছ 

 

ঌ॔ঞথト؞ 
ঈটॢছ 
ঌ॔ঞথト؞ 
トঞーॽথॢ 

ঌ॔ঞথトওথॱー 
による੍ର 

ઇでの྇ 
उಟऔ॒ 

ୠの 
ੲਾ提供 
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●	療育中の子どもと家族を支えるためにかかりつけ医にお願いしたいこと

療育中の親の中にも、障害を受け入れることが困難な親は多くいる。「受け入れる」ように促しても親自身
を追い詰めるだけになってしまう可能性がある。
不適切な養育行動については、専門家として当然抑制しなくてはいけないが、その前に「そうせざるを得な
い気持ち」に対しては理解を示し、寄り添い共感していく必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• に対しथرなとैइ্がある 
– ౯的な 
– ੍ର者との関係をണऎのがౙুな 
– すएにટをीथしऽう 
– లਟのਂを್इટにすがौうとする 

• नのもनものたीをઓっथཱུौうとしथいる 

• जののn力をੳीる|ことかैৼがऽる 

• 「ਂిજなു」のഫには「ਂ」がඛऔोथいることがい 

• ਂిજなുষは೪औोるसきでも、जうせकるを੭な
いੲ؞ਞठには理ੰをંし、ఞりうことで信頼関係が
েगる 
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রभनुधੇఔ੍॑इるञी
पऊऊॉणऐୢपउൢःखञःऒध 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ঽ൷スঌॡトছඪの 

ಡோඪの௬と 

医১人੮ ূఎਛভ ৈা୰ 

বয়ಖઋ؞ઋ৽医研७থॱー 
ಖઋ৳研ਚ ుญ؞ઓஐ期ಖઋ৳研 

લఄ 信 
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●	本講義のねらいと到達目標

本講義は、ASDを有する人にみられる身体的・精
神科的併存症への理解を深め、ASDの人への多職
種連携支援においてかかりつけ医の果たす役割を
理解することをねらいとし、下記を到達目標とす
る。
1.	ASDの人がどのような身体的問題を抱えやすい

かを理解する（障害特性によりどのような診療
上の配慮が必要となるのかを理解する）

2.	ASDの人にみられる精神科的併存症の評価・治
療の基本的原則を理解する。

3.	ASDの人に対する薬物療法（主に精神科的併存
症に対する）についてその基本原則を理解する。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト মଝभबैःधง৯ఏ 

बैい 
ASDをથする人にाैोるମ৬的؞ಖઋఐ的ಡோඪषの理ੰをी、ASD
の人षの職ர৴੍ରにउいथかかりつけ医のટたす૽સを理ੰする 

ง達৯ఏ 
1. ASDの人がनのようなମ৬的ਖを್इやすいかを理ੰするق障害્

ਙによりनのような൧上の配慮が必要となるのかを理ੰするك 
2. ASDの人にाैोるಖઋఐ的ಡோඪの௬؞の੦ম的ਉಋを理ੰ

する 
3. ASDの人に対するఇ১قにಖઋఐ的ಡோඪに対するكについथ

जの੦মਉಋを理ੰする 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. ASDの人にはಡோඪقମ৬؞ಖઋكがい 

2. ಡோඪがႀ৲した時に、職ர৴の必要ਙがৈऽる 

3. ൧断の人がಡோඪを୪に医ਃ関をਭ൧するكASDのق
場合がある 

4. “Diagnostic overshadowing 
 をଆएことにᇽがる”ك凜൧断の過୶ق

5. DSM 5では、ಡோඪをnspecifierق凜્৷ୁك”としथં
し、੍ରॽー६をનすることを重ଳ 

2 

ASDभಡோඪपणःथ 
৶ੰ॑ीる意ଝ 

●	ASDの併存症について理解を深める意義

本講義でASDの併存症について取り上げるのは、
医療機関を発達障害の人もしくはその疑いの人が
受診する場合、なんらかの医療的ニーズ（併存症）
に対する対応を求めての受診である場合が多いか
らである。
1.	ASDの人にはそもそも、後述するように併存症
（身体・精神）が高率に認められる。ASDの有
病率が高いことを考えると、併存症（身体・精
神）を主訴にした発達障害の方を、日常臨床の
場で小児科医をはじめとするさまざまな科の医
師が診療することになる。その医療ニーズに応
えるためには、代表的な併存症に関する基礎知
識や評価の原則について一定の知識を持つこと
が必要となる。診療上、障害特性を考慮した適
切な対応が求められるので、ASDの基本特性に
ついての最低限の知識も備えておく必要がある。

2.	ASDと関連する併存症が顕在化したときに、多
職種連携の必要性が高まる。ASDの方への支援
は、“機能特化と相互補完”に基づく多職種連携
を基本とする。各ライフステージでの遅れのな
い有意義な多職種連携に繋げるために、“連携が

必要とされる状況”の一つとして併存症につい
ての理解の共有が重要になる。この理解の共有
は、医師だけでなく、支援に携わる職種すべて
にとって重要である。

3.	（ASDの）未診断の方が併存症を主訴に受診→
主訴である併存症への対応を行う中で、発達障
害の評価・診断の必要性に気づく場合がある。
つまり、併存症への対応を契機に発達障害を念
頭においた支援が始まる可能性がある。従って、
よく起こりうる併存的問題を把握しておくこと
が大事になってくる。

4.	ASD の人に併存しやすい問題を知ることで、
“Diagnostic	overshadowing（診断の過剰投
影）”を防ぐことができる。聞きなれない言葉だ
が、Diagnostic	overshadowing とは、“ある
発達障害の診断名がいったんつくと、その人に
その他さまざまな問題が生じた場合に、その背
後にある諸要因を深く探ることなくその診断に
基づく問題（障害の一部）と考えてしまい、必
要な対応が取られない事態”を指す。発達障害
の人に併存しやすい併存症とその捉え方を知る
ことで、これをある程度防ぐことができ、誤診
断や対応の遅れを防ぐことが可能になる。

εϥΠυ�
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5.	知っている方も多いかと思うが、近年、精神障
害の診断基準が、DSM	Ⅳ→DSM	5 に変更され
た。これに伴う大きな変更点の一つとして、併
存する問題を“specifier（特定用語）”として明
記し、支援ニーズを明確化することが求められ
るようになった。これは、“ASDなのか？”と
いうカテゴリカルな評価から、“どのような支援
ニーズを有するASD個人なのか？“というディ
メンジョナルな評価が、臨床現場でますます重
視されることを意味している。

以上の理由から、ASDの人への支援においてかか
りつけ医にその役割を果たしていただくためには、
ASDの主要徴候に加え、ASDに併存しやすい併
存症についても、ある程度の基本的知識・対応の
原則を知っていただく必要がある。
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●	DSM	5 におけるASDの併存症評価

DSM	5 では、ASDで特定すべき特定用語として
以下の 4点が記述されている。
1.	知的障害の有無とその程度
2.	言語障害の有無とその程度
3.	既知の医学的または遺伝的病態、環境的要因の

関与
	遺伝的病態（例：Rett 障害、脆弱 X症候群、
ダウン症候群）
	医学的疾患（例：てんかん）
	環境的要因の既往（例：バルプロ酸、胎児性
アルコール症候群、超低出生体重児）

4.	他の神経発達障害、精神医学的障害あるいは行
動障害

単に「ASDかどうか？」だけでなく、「どういう
特徴や支援ニーズを有したASDか？」を注意深
く考えることが求められている。ASDを有する方
への介入方針を検討する際に不可欠であり、現実
の診療実態にも則した診断基準の改定である。

จݙ
American	Psychiatric	Association	:	Diagnostic	and	
statistical	manual	of	mental	disorders,	5th	Edition.	
Washington,	DC,	2013

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ৣ੶の“્৷ୁقspecifierك”を੶し、「न॒な્ඉや 
੍ରॽー६をથするASDの人であるか」を੶すること 

1. ੴ的障害のથ૮とजのங度 

2. ୁ障害のથ૮とजのங度 

3. ใੴの医৾的ऽたは的୰ଙ、୭的要の関ଖ 
9 的୰ଙقؠRett障害、ᒤൠXඪණ、ॲक़থඪණك 
9 医৾的ႈ೩قؠथ॒か॒ك 
9 ୭的要のใ༼قؠংঝউট、ၚుਙ॔ঝ॥ーঝඪණ、த
出ে৬重ుك 

4. भઋ৽૩ؚಖઋୢ৾૩ँるःमষ૩ 

3 

DSM 5पउऐる 
ASDभಡோඪ௬ 

 كAmerican Psychiatric Association,2013ق
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●	ASD の児童・青年への対応とサポートに
関するガイドライン

英国のNational	Institute	for	Health	and	Clinical	
Excellence	Guideline	170	(2013) は、「ASD の
臨床に関わるあらゆる専門家が、ASDにみられる
身体的・精神的併存症の評価、マネージメントに
関するトレーニングを受け、併存症に対する適切
な心理社会的治療または薬物治療が行われるべき
である」としている。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 

ஶবのNational Institute for Health and Clinical 
Excellence Guideline 170ك2013ق 

ASDのಏ෫に関ॎるあैॅる௧ੇが、ASDにाैोる 
ମ৬的؞ಖઋ的ಡோඪの௬、ঐॿー४ওথトに関する 
トঞーॽথॢをਭけ、ಡோඪに対するిજなੱ理ভ的 
ऽたはఇがষॎोるसきである 

4 

ASDभుญ؞ஒফभৌૢध 
१এشॺपঢ়するफ़ॖॻছॖথ 
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●	ASDに伴う身体的併存症

ASDの人では、さまざまな身体的併存症の合併が
定型発達児より高いことが報告されており、医療
支援ニーズの高い一群といえる。これらの身体的
併存症の中には、時にいらいらや多動などの一見
精神科的な症状として顕在化するものもあるので、
普段の（好調な）様子との違いに特に注意し、状
態像の変化の背景に身体的問題がないかを常に考
えることが重要になってくる。ここは、普段の落
ち着いているときの様子と比較が可能な、かかり
つけ医にしかできない部分でもある。

●	てんかん

てんかんは、近年のメタアナリシスによると、知
的障害を有するASDでは 21.4%、知的障害のない
ASDで 8%の合併率が報告されている。ASDに特
有の発作型は特定されておらず、好発年齢は、幼少
期と青年期の二峰性のピークがあるとされている。

●	胃腸障害

胃腸障害も頻度が高いとされ、慢性便秘、機能性
腹痛、逆流性食道炎、過敏性腸症候群などが合併

しやすいと報告されている。ASDでは、偏食など
の食習慣の問題も一部影響すると考えられている
が、明確な機序は明らかになっていない。併存す
るこれらの胃腸障害による身体的不調が、いらい
ら・自傷行為などの問題行動として表出する場合
もあるので注意が必要である。ASDの胃腸障害に
対するエキスパートコンセンサスパネルによる提
言として、1)	胃腸障害の症状を呈するASDの人
では、ASDがない人の場合と同様な包括的評価を
すべきである（ASD特有の胃腸障害の症状は指摘
されていない）、2)	併存するこれらの胃腸障害に
よる身体的不調が、いらいら・自傷行為などの問
題行動として表出する場合があるため十分注意す
ることが述べられている。

จݙ
Amiet	C,	et	al.	Epilepsy	in	autism	is	associated	with	
intellectual	disability	and	gender:	evidence	from	a	
meta-analysis.	Biol	Psychiatry;	2008;	64:	577-82.
Buie	T,	et	al.	Evaluation,	diagnosis,	and	treatment	
of	 gastrointestinal	 disorders	 in	 individuals	with	
ASDs:	a	consensus	 report.	Pediatrics.	2010	 Jan;	
125	Suppl	1:	S1-18
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●	睡眠障害

睡眠障害は、他の発達障害に比しても高率に合併
（40-80%）することが報告されている。睡眠障害
のタイプとしては、入眠困難や睡眠維持の困難が
主に報告されているが、過眠傾向が問題になる例
もある。要因はさまざまで、うつや不安障害など
の精神科的併存症や RLS（レストレスレッグス症
候群）、薬物治療に伴う睡眠障害など多岐に渡る。
メラトニン系の異常が生物学的要因として想定さ
れている。
睡眠障害の影響が、常同行為の増加や社会的スキ
ルの低下、イライラなどとして表面化することが
あり、日常の生活機能にも多大な影響を及ぼすこ
とがあるので、睡眠状況の評価は非常に重要であ
る。興奮や衝動性の増強として現れた場合、治療
目的で投与された抗精神病薬やADHD治療薬に
よりさらに睡眠覚醒リズムの悪化をきたし症状が
さらに増悪する場合もある。何らかの併存症との
関連で出現することも多く、睡眠状況が普段とど
う違うのかという視点が、精神科的な問題を客観
的に評価する際にも重要になってくる。

●	肥満

ASDでは、肥満の問題についてもよく報告されて
おり、Hill らの大規模研究では、ほぼすべての年
齢帯で肥満率が一般母集団より高いとされている。
5053 人の 2-17 歳の ASD児を対象にした大規模
調査では、年齢・性別を考慮した各年齢での 85%
タイル以上を“overweight”、95%タイル以上を
“obesity”とした仮定した場合、それぞれ 33.6%、
18% が“overweight”“obesity”という結果で
あった。
また、高年齢であること（年齢が上がるほど）、ま
た睡眠障害や気分の問題がある場合にそのリスク
が上がるとされている。ASDの人全員が肥満であ
るわけではなく、また肥満の要因も服薬の影響や
食生活の違いなど人によってさまざまだが、かか
りつけ医の先生には、普段の健康管理を行う上で、
肥満傾向を示しやすい一群がいること、それに伴
う生活習慣病のリスクを考慮いただきたい。

εϥΠυ�
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จݙ
A	 practice	 pathway	 for	 the	 identi f icat ion,	
evaluation,	 and	management	 of	 insomnia	 in	
children	and	adolescents	with	autism	 spectrum	
disorders.	(Malow	BA,	Byars	K,	Johnson	K,	Weiss	S,	
Bernal	P,	Goldman	SE,	Panzer	R,	Coury	DL,	Glaze	
DG;	Sleep	Committee	of	 the	Autism	Treatment	
Network.
Pediatrics.	2012	Nov;	130	Suppl	2:	S106-24.	doi:	
10.1542/peds.2012-0900I.	Review.）
Hill	AP,	Zuckerman	KE,	Fombonne	E.	Obesity	and	
Autism.	Pediatrics.	2015	Dec;	136(6):	1051-61.	doi:	
10.1542/peds.2015-1437.	Epub	2015	Nov	2
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●	健康管理上の問題点

以上に挙げた以外にも、ASD の人は common	
disease も含めさまざまな身体的併存症を有する
場合が多く、健康を維持するための医療支援ニー
ズがとても高い一群である。従って、医療機関で
必要な検査、治療が適切に施される必要性が高い
と考えられる。一方で、ASDの人ではその発達障
害特性も影響して、身体的併存症に対する評価・
診断・治療が遅れる場合が多く、ASDの人におけ
る大きな健康管理上の問題となっている。
例えば、感覚鈍麻のために、疾患に本人自身が気
づかないことがあり重症化することがある。
感覚過敏のために、注射や聴診、MRI 検査などの
医療行為を受けることが難しい場合もある。
想像力の障害（予期する能力の低さ）やコミュニ
ケーション能力の問題のために、さまざまな医療
行為をスムーズに受けられないことも多い。
知的障害を伴う場合は特に、症状の言葉による
表出が難しいため、疾患とは直接関係なさそう
な行動上の問題として表出する場合もあり（非
典型的な症状表出）、どうしても diagnostic	
overshadowing が起きやすいことも挙げられる。

医療機関における発達障害特性を考慮した対応が、
やはりまだ十分とはいえず、当事者（養育者）と
医療者との連携がまだうまくいっていない現状も
ある。

จݙ
大屋滋：自閉症や知的障害のある人の医療受診の問題
点 .	医療受診セミナー報告書　自閉症や知的障害のある
人のバリアフリー .	東京 ,	NPO法人	PandA－ J,	2009,	
p2-7
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●	かかりつけ医での対応の留意点

以上を踏まえ、かかりつけ医としてどのような点
に留意してASDのある人の身体的な問題に対応
すればいいかをまとめてみよう。

●	診察前の準備

診察前の準備としては、「障害特性から予想される
診察上の困難を事前に把握し、その対応法の検討
を前もって行うために、当事者の特性や困りごと
についての情報を保護者と共有する（→すなわち、
診療上の障壁を極力取り除いておく）」ことが重要
になる。

●	診察時の留意点

	診察時の留意点として、（聴覚過敏や普段と違う
場所で緊張してしまうのを避けるために）静か
な環境を極力準備する。
	待ち時間が生じない工夫をすることも有用であ
る。ASDの人は見通しのつかない行為である
「待つこと」が苦手なので、タイムスケジュール
をできるだけ明確に伝えることが安心に繋がる。
	（色々と予測不能な事態も起き、コミュニケー

ションに時間もかかるので、伝えたいことがき
ちんと伝わるように少し余裕をもって診察を行
うために）診療時間は余裕をもって設定してお
くのが望ましい。
	必要な情報は視覚化して伝える（絵カードの利
用）ことも有用である。特に知的障害合併例で
は言葉での理解が困難な方が多いので、一目で
わかる資料が有効である。
	診療行為とは初めての場合誰でも怖いものであ
る。疑似体験などで不安を軽減できるように工
夫することも有用だ。「プレパレーション」とい
う、わかりやすい形で診療行為を視覚化して理
解してもらい恐怖感を下げる試みも有用とされ
ている。

時間がない中、すべてを行うことは難しいかもし
れないが、何か一つからでも取り組んでいただけ
るとASDの人の医療受診がスムーズに進むと思
われる。

จݙ
大屋滋：自閉症や知的障害のある人の医療受診の問題
点 .	医療受診セミナー報告書　自閉症や知的障害のある
人のバリアフリー .	東京 ,	NPO法人	PandA－ J,	2009,	
p2-7
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●	実際に使用できるツール

ASDの方に限らず発達障害の人の医療受診をス
ムーズに行うためのツールがこれまで多く作成さ
れている。HPからダウンロード可能な資料も数多
く存在し、自治体が提供しているものも多い。今
後、かかりつけ医での利用促進が期待されている。
例）
・	「発達障害の人たちをよろしくお願いします」：

平成 20年度	厚生労働省障害保健福祉推進事業
（障害者自立支援調査研究プロジェクト）分担班	
「自閉症・知的障害・発達障害児者の医療機関受
診支援に関する研究」
(URL:	 www.dinf.ne.jp/doc/japanese/
resource/jiritsu.../report2.pdf)

・	「医療用絵カード」：京都府自閉症協会
(URL:	as-kyoto.com/)

・	「プレパレーションの実践に向けて	医療を受け
る子どもへのかかわり」：子どもと親へのプレ
パレーションの実践普及	平成 14・15 年報告書	
別冊
(URL:	www.okinawa-nurs.ac.jp/oshirase/.../
preparationshiryou.pdf)

スライド 9

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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医療用絵カード 
京都府自閉症協会 

プレパレーションの実践に向けて 
「医療を受ける子どもへの関わり方」 
子どもと親へのプレパレーションの 

実践普及 研究班 
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●	自治体での取り組み①

自治体での取り組みを 2つ紹介する。
千葉県市川市では、「知的障害や ASD の人のス
ムーズな医療機関への受診に向けた取り組み」と
して、説明カード・待合室ポスターの普及利用、
医療セミナー開催などが行われている。

文献
大屋滋：自閉症や知的障害のある人の医療受診の問題点 .	
医療受診セミナー報告書	2009

スライド 10
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「説明カード」 
 親の会を通して障害児者に配布 
 診療前に必要事項（障害の特徴や特性と、簡単な対応 
方法）を記入 
→診察がスムーズに受けられるように作成 

「待合室ポスター」 
 親の会が作成し、医師会を通して市内の病院・診療所 
の待合室に掲示 
→ 待合室の他の患者さんに、待つことが苦手な 
人がいることを知ってもらうために作成 

「医療セミナー」開催 
 親の会・医師会のリーダーシップのもと、障害のある 
患者側、そして医師側の苦労・悩みを双方に意見交換 

（大屋 滋. 2009） 
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（千葉県市川市） 

知的障害やASDの人のスムーズな医療機関への受診に向けて 
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●	自治体での取り組み②

東京都杉並区では、障害者人間ドック事業として、
スタンプラリー形式で視覚的にわかりやすいツー
ルを用いての「失敗しない、失敗させない」人間
ドックに向けた取り組みがなされている。
先ほど述べたように、健康管理は重要な問題であ
る一方、ASDの障害特性から多くの困難が付きま
とう。
→	一度嫌な思いをするとなかなかその後の受診が

難しくなるという声を当事者家族からよく聞く。
このような取り組みは今後さらに重要になると
思われる。

スライド 11
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2005 年より総合病院健診センターとの協力の下、NPO法人すぎなみ
障害者生活支援コーディネートセンターを中心に実施 
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• 障害特性に関する学習会 
• 障害特性に応じた特別問診票 
• 事前調整や事前練習 
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失敗させない! 

障害者人間ドック事業 
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●	かかりつけ医へのメッセージ

この項のまとめである。
・	 ASDの人はさまざまな身体的併存症がみられ医

療支援ニーズが高い方々である。身体的問題が
いらいらや興奮などで表現されることもあるの
で、一見身体的問題でなさそうな場合も、背景
に身体的問題が存在する可能性に十分配慮いた
だきたい。

・	 発達障害特性（コミュニケーションや感覚の問
題）のために疾病の診断や治療が遅れやすいこ
とが問題となっている。

・	 個々の障害特性を考慮した対応がまだ医療機関
でまちまちであり、当事者・家族が医療機関受
診に対する不安を抱えている。

・	 発達障害特性を考慮した医療機関での対応を、
できることから取り組むことが期待されている。

・	 かかりつけ医（特に小児科医や内科医）によ
る身体的併存症への対応は、発達障害の人の
QOL向上だけでなく、発達障害と鑑別を要す
る疾病の除外にも重要となる。

εϥΠυ��
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スライド 13

●	ASDと精神科的併存症の合併

ASDにおける精神科的併存症の調査研究で最もよ
く引用される Simonoff らの論文を紹介する。
この研究は、このテーマに関して行われた数少な
い population	based	study で、約 5 万 7000 人
の一般集団から抽出された平均年齢 12 歳の ASD
診断を受けた 112 名に半構造化面接を用い、精
神科的併存症を包括的に評価したものである。あ
る特定の精神疾患や発達障害の合併についての
study はいくつもあるが、このように包括的に評
価を試みた大規模研究は少ない。
結果は「ASD児の 70%の児で、なんらかの精神
疾患の合併を認め、また 41%では複数の診断が
ついた」。SAD（社交不安障害）やADHD、反抗
挑戦性障害が主たる合併症として挙げられており、
その他にも多様な精神科的併存が認められること
が報告されている。
結論として、よく起こりうる精神科的併存症に関
しては、ASDの診断とともにルーチンで行うべき
であると主張されている。

文献
Psychiatric	 disorders	 in	 children	with	 autism	
spectrum	disorders:	prevalence,	comorbidity,	and	
associated	factors	in	a	population-derived	sample.
Simonoff	 E,	 et	 al.	 J	 Am	Acad	Child	 Adolesc	
Psychiatry.	2008	Aug;	47(8):921-9.

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ASDの児の約70%がなんらかの精神科的併存症の診断に合致
する（41％の児が2つ以上の診断基準に合致）。 
→ ASDの人では、精神科的併存症の評価はルーチンで行い、介入すべき
併存症がないかを明確にする必要がある。 
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ASDの精神科的併存症について理解する 

ASDと精神科的併存症の合併 

56946人の一般母集団から抽出された112名のASD（10歳-14歳；平均12歳） 
に対し精神科的併存症の有無を包括的に評価（Simonof et al. 2012） 
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●	ASDと精神科的併存症の合併

頻度が高いことは理解いただけたかと思うが、そ
れではなぜ精神科的併存症が重要なのだろうか？
以下のような理由が挙げられる。
・	 精神科的併存症は、ASDの主要徴候と複合的に

関与しながら多彩な臨床像を形成する
→	つまり、個々人が抱えている困りごとや元々

の ASD としての特徴も人それぞれなので、
臨床像も十人十色になる。

・	 精神科的併存症は、成長発達や本人を取り巻く
状況（発達障害特性を考慮した支援体制の有無
など）によって変化する
→	個々人の困りごとが周囲の状況やライフス

テージにより変化し、そのQOLに与える影
響も変化する。

・	 ASDの診断がある人だけでなく、診断閾値下の
自閉症特性を有する人においても、精神科的併
存症がみられる
→	ASD の特性は連続的に存在するので、診断

の明らかにつく方だけの問題ではない。
・	 精神科的併存症を主訴に医療機関を初診する

ケース（特に成人例）が増加している。

・	 DSM	5 では、AD/HDの並記が可能になるな
ど、診断の有無というカテゴリカルな評価から、
精神科的併存症を考慮したディメンジョナルな
評価が重要視されるようになっている。

以上より、精神科的併存症はその併存率の高さや
臨床像に与える影響からも重要と考えられる。

จݙ
臨床精神医学第 44 巻 1 号（2015 年 1 月号：特集／今
日の自閉スペクトラム症、子どもから大人まで）「自閉
スペクトラム症と精神科的併存症」（石飛ら）

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ಖઋఐ的ಡோඪは、ASDの要ඉとള合的に関ଖしながै
ཪなಏ෫൸をਛする 

• ಖઋఐ的ಡோඪは、ਛশ発達やম人をりඕऎ૾யق発達障
害્ਙをઅ慮した੍ର৬のથ૮なनكによっथ৲する 

• ⃦ৣのঽ൷ඪ્ਙをથする人にउいथも、ಖઋఐ的ಡோඪが
ाैोる  

• ಡோするಖઋఐ的ਖを୪に医ਃ関をੂ൧するケースが
ੜਸしथいるৣ⃦قのঽ൷ඪ્ਙをથする人や൧断ك 

• DSM 5では、AD/HDのధ੶が૭ચになるなन、ಖઋఐ的ಡோ
ඪをઅ慮したॹॕওথ४ঙॼঝな௬が重要ଳऔोるように
なった 

 كલఄ. 2015ق 
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●	他の神経発達障害、精神医学的障害あるい
は行動障害

DSM	5 で ASDの特定子として挙げられる精神科
的併存症には上記のようなものがある。
ここには、ADHDや学習障害などの他の神経発達
症に加え、多様な精神疾患、行動障害、カタトニ
アなど、検討すべき精神科的問題として多くのも
のが挙げられている。
ASDの人では、各ライフステージでさまざまな精
神科的併存症が起きうる。例えば、対人コミュニ
ケーションがうまくいかずにうつ病に罹患する方も
いるし、さまざまな不安障害を合併する方も多い。
これらは、明確に診断できるレベルからそうでない
レベルまでさまざまであり、また知的障害やコミュ
ニケーションの障害がある場合は特に専門医でも診
断や評価に迷うことは多い。従って、かかりつけ医
にあらゆる精神科的併存症を知っていただいた上
で、なおかつ評価、診断、治療をすべて担っていた
だくことは正直困難かもしれない。従って、なんら
かの精神的不調に関わる相談があった場合に、精神
的不調をおおまかに評価するために「どのようなポ
イントに着目すればよいか」について述べたい。

จݙ
American	Psychiatric	Association	:	Diagnostic	and	
statistical	manual	of	mental	disorders,	5th	Edition.	
Washington,	DC,	2013

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 関৴するのઋ৽発達ඪ 
9 ି意ಳඪ 
9 ଂਙ৾ಆඪ 
9 ઈඪق発達ਙੈ৹ઈ障害؞ଞઈ障害、ॳॵॡ障害ණك 

• ಖઋႈ೩ 
9 ਘਙ障害؞ᄨ༒障害؞ਞী障害؞ಖઋ୰ਙ障害؞ইছॵ३গংॵ
ॡਂ؞障害قଂਙതཋඪ、৸ಹਙਂ障害、ভਂ障害؞ك 
ၭ୫障害なन 

• ষ障害قঃॽॵॡ؞ᯍᯖ؞ঽംষನك 
• ढ़ॱトॽ॔ 

 كAmerican Psychiatric Association,2013ق
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●	精神科的併存症の評価のポイント

①	（前提として）頻度の比較的高い併存症につい
てある程度知っておいていただく必要がある。
知らないことで、介入可能なまたはすべき併存
症が、「ASDではよくあること！？仕方ないこ
と！？」として放置され続ける危険性が増す。
Diagnostic	overshadowing を防ぐ意味でも、
最低限のことは知識として知っておいていただ
く必要がある。また、主訴が精神科的症状のい
ずれかである場合に、その併存症から逆に背後
にあるASD（または特性）に気づくきっかけに
なることもある。

②	当事者の ASD特性の把握、すなわち“元々ど
んな特徴を持った人であるか？”ということを
把握することが重要になる。具体的には「どの
ような感覚刺激に過敏か？」「どのようなことに
強いこだわりを有しているのか？」などである。
これは、困りごとの etiology を考える際、この
ASD特性が症状出現にどう関与しているかを考
えることが必須だからである。

③	主訴や病歴から、本人、家族にどんな困りごと
があるのかを具体的に明確にすることが重要で

ある。診断を行うことにこだわる必要はない。
④	困りごとの出現に影響しうる要因やきっかけが

何かないか？を探ることも大事である。多くの
メンタル面の不調は、発達障害特性に対する配
慮の少なさや環境変化から生じることが多い。
ASDの人への介入は、多くはこの“関与しうる
要因”への対応になるので、どういう対応がま
ず first になるかの重要な情報源になる。

⑤	併存症（困りごと）があるということは「不調
である」ということだが、個々人での不調の表
出のしかたをこれまでの生活歴から探ることも
重要である。不調な時はどんな様子になり、ど
んな行動が増えるか？　親御さんは実際に経験
していることなのでお答えいただけることが多
いと思われる。例えば、確認行為が増える、動
作緩慢になる、一定の部位をしきりに触るよう
になる、等。これは特に、言語表出の難しい知
的障害合併例において本人の調子を探る上で重
要になる。調子が比較的よかった「いつもの様
子」との比較が重要である。
→	これは“いつもの調子”を知っている、かか

りつけ医にしかできないことでもある。
⑥	メンタル的な不調の際は、睡眠・食欲・活動性

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

⋇ ᄄ度のৈいಖઋఐ的ಡோඪについथੴっथउऎ 
⋈ ਊ事者のASDの્ඉをཔする 
⋉ ৬的にन॒なりओとがあるのかء 
⋊ りओとに関ଖしうる要はء 

• ୭৲قఛත、৾期のજり౹ॎりك 
• ਂిજな対応  
• ৬৹৲やମ৬ႈ೩قᄨ༒障害、၌Ⴏ障害、॔ঞঝॠーك 
• ಖઋႈ೩のથ૮ 

⋋ nਂ৹時|にਠोやすい્ඉ的ඪ૾やষはないか? 
⋌ ᄨ༒૾யや୫ඟ、ણਙなनଞেણ上の৲がないかء 

 كNICE guideline 2013ق
 كAdams D et al. 2011ق

16 

ASDभಖઋఐಡோඪपणःथ৶ੰする 
ಖઋఐಡோඪभ௬भএॖথॺ 



2���

ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏

などの日常生活に影響が出ることが多いので、
客観的事実としてこれらを把握することもとて
も重要である。

以上のポイントに注意して問診いただくと、診断
に至らないまでも大まかに何が問題になっている
かが見えてくるだろう。これらのポイントを把握
しておいていただけると、色々な相談を受けたと
きに「いったいどんな困りごとがあるのか？」と
いう大まかなアセスメントは可能になるし、かか
りつけ医で対応可能な精神科的問題にあたりをつ
ける場合も、専門医へのコンサルトをする上でも
重要な点かと思われる。

จݙ
American	Psychiatric	Association	:	Diagnostic	and	
statistical	manual	of	mental	disorders,	5th	Edition.	
Washington,	DC,	2013
Adams	D,	Oliver	C.	The	expression	and	assessment	
of	emotions	and	internal	states	 in	 individuals	with	
severe	or	profound	 intellectual	disabilities.	Clin	
Psychol	Rev31:	293-306,	2011
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●	対応を要する行動上の問題

頻度の高い精神科的併存症について、一つ一つ
細かく理解を深めるのは難しいので、ここでは、
ASDでよく問題になり、かつ薬物療法とも関わっ
てくることの多い“Challenging	behavior（対応
を要する行動上の問題）”（癇癪、パニック、自傷
行為など）について概要を知っていただきたい。
英 国 の NICE	guideline で は、“Challenging	
behavior”という言い方がされている。本研修で
はこれから説明するChallenging	behavior の定
義や解釈を考慮し、“対応を要する行動上の問題”
という用語で統一して説明する。
“対応を要する行動上の問題”は、かかりつけ医の
先生方にも相談されることが多い問題かと思われ、
この後の別ASDにおける薬物療法の主な対象症
状であるため、その評価の考え方が重要になる。
まず、“対応を要する行動上の問題”の定義だが、
特定の症状や行動、診断名を示すものではなく、
「本人自身や周囲の人間に悪影響を及ぼし、著しく
生活の質を低下させ、社会生活への参画を阻害す
る行動」とされている。
具体的には、癇癪、攻撃性、パニック、自傷行為、

興奮、破壊的行動などがこれにあたる。
上記の行動上の特徴に加え、「家族、ケアを提供す
る者にとっては障壁となる行動である一方で、当事
者（知的障害を有する者）にとっては目的ある行動
として表出しうるものであり、個々が持つ要因と本
人を取り巻く諸要因との相互作用のもとでしばしば
生じる行動である」と述べられており、行動上の問
題を呈している当事者のニーズや周囲の状況との
関わりの重要性についても言及されている。
上記を考慮すると、challenging	behavior とは、
“（当事者の障害特性やニーズ、本人を取り巻く諸要
因を総合的に考えた上で）周囲からの対応を要する
行動上の問題”といえ、知的レベルによらずASD
のある人に起きる可能性がある行動と考えられる。

จݙ
National	Collaborating	Centre	 for	Mental	Health	
(UK).	London:	National	 Institute	 for	Health	and	
Care	Excellence	(UK).	Challenging	Behaviour	and	
Learning	Disabilities:	Prevention	and	Interventions	
for	 People	with	 Learning	Disabilities	Whose	
Behaviour	Challenges.	 	NICE	guideline	Published:	
29	May	2015

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• Challenging behavior 
9 ম人ঽମやఢ೧の人にப୶をऻし、෩しऎেણのସをكଝق
ৣऔせ、ভেણषのを༛害するষ 

9 ᯍᯖ、వொਙ、ঃॽॵॡ、ঽംষನ、௪、ശ的ষなन 
9 ੴ的障害をથする者にとっथは৯的あるষとしथ出しうるもので
あり、رの要とম人をりඕऎ౾要とのৼ൩৷のもとでしय
しयেगるষ 

 
 
 

 كNICE guideline 2015ق
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 كChallenging behaviorٙق

 ਊ事者の障害્ਙやॽー६、ম人をりඕऎ౾要をق
合的にઅइた上でఢ೧の人によるك 

 “ৌૢ॑ਏするষभਖ” 
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●	強度行動障害

Challenging	behavior という用語を聞いて、「強
度行動障害」を連想された先生もおられるだろう。
「強度行動障害」は行動障害児（者）研究会により
1989 年に初めて定義された、「行動面の状態像」
に付けられた呼称であり、主に、重度・最重度の
知的障害を伴う自閉症者に対する支援の在り方を
検討する中で生まれた概念である。
定義に記載されている症状を見ると、「強度行動
障害」は Challenging	behavior と overlap する
部分が多く、また対応の考え方も類似する部分も
多いので、同じ意味として考えることもできるが、
ASDでは知的障害が軽度の方でもこのような行動
が出現することがあり、ASD での Challenging	
behavior を考える際に、重度の知的障害を有する
方への支援の考え方から生まれた「強度行動障害」
という用語をそのまま当てはめると誤解が生じかね
ないこと、またNICEでのChallenging	behavior
の捉え方が「強度行動障害」と全く同一ではないこ
とから、本研修では「対応を要する行動上の問題」
として解説したい。

●	強度行動障害の定義

・	 精神科的な診断として定義されるものではなく、
直接的他害（噛みつき、頭突き等）や、間接的
他害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為
等が通常考えられない頻度と形式で出現し、そ
の養育環境では著しく処遇の困難な行動である。

・	 家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育
努力があっても著しい処遇困難が持続している
状態。

จݙ
行動障害児（者）研究会（1989）:「強度行動障害児
（者）の行動改善および処遇のあり方に関する研究」の
報告書

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

  كଝق

• ಖઋఐ的な൧断としथଝऔोるものではなऎ、ઉம的害
ᄨ༒のೊो、قや、ம的害ك፸ाつき、୍き等ق
ਙの৳等ك、ঽംষನ等がৢଞઅइैोないᄄ度とૄで
出ਠし、जのു୭では෩しऎ૪のなষである。 

• ੇ൦にあっथৢଞのथ্をし、かなりのു力があっथ
も෩しい૪がਢしथいる૾ଙ。 
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 ਘ২ষ૩كઅق

 :ك1989ق研ভك者قষ障害ుق
「ਘ度ষ障害ుق者كのষఒउよल૪のあり্に関する研」のਾઔછك 
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●	対応を要する行動上の問題の程度の評価

「対応を要する行動上の問題（＝ Challenging	
behavior：以下CB）」の評価の原則について述べ
る。
「対応を要する行動上の問題」に関する相談を受け
た場合、まず、1.	その程度を評価する。
→	具体的には「どのような状況で具体的にどのよ

うな行動として出現し、日常生活にどのような
悪影響をもたらしているのか」ということであ
り。特に専門的知識がなくても聴取できる内容
である。

これを聴取することで、
・	 行動上の問題がどんなパターンで起きているのか
・	 行動上の問題を行うことでASDの人が示そう

としているニーズや要望が何かあるのか（ASD
の人がCBを行う理由の推測）

・	 行動上の問題を行うことでどのような結果が本
人にもたらされているのか？（行動をとること
で達成される強化子がないか？）

・	 行動上の問題の引き金となっていると思われる
要因が何か？

を推測することができる。

●	対応を要する行動上の問題を増悪、助長す
る可能性のある要因の評価

次に、2.	行動上の問題を増悪、助長する可能性の
ある要因がないかを評価する。これらの要因とし
ては下記のようなものが挙げられている。
・	 コミュニケーション障害（状況の理解や自身の

ニーズや希望を表現することの困難さに結びつ
く）

・	 併存する身体的障害：（急激な興奮、自傷行為の
発症がみられた場合には、疼痛や不快の原因が
同定される場合があり、例として中耳炎、外耳
炎、咽頭炎、副鼻腔炎、歯槽膿漏、便秘、尿路
感染、骨折、頭痛、食道炎、胃炎、腸炎、アレ
ルギー性鼻炎などが挙げられる。また、女性の
ASD者において、生理周期に一致して一時的に
行動上の問題が出現する場合には、生理周期の
影響を検討する（→鎮痛薬や経口避妊薬などが
効果的である可能性がある）。睡眠時無呼吸症候
群は、行動上の問題の悪化をもたらしうるので、
睡眠状況に関する問診が必要となる（→減量や
扁桃切除術、持続陽圧呼吸などが有用である可
能性がある））。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. 対応を要するষ上のਖのங度の௬ 
 ك重ඪ度、ਢ時、ଞেણਃચषの୶、ඪ૾のなनق
नभेअऩ૾யद৬पनभेअऩষधखथলਠखؚଞেણ」ڀ
पनभेअऩப୶॑ुञैखथःるभऊ」 

2. 対応を要するষ上のਖをੜப、ஃশする૭ચਙのある要
の௬ 
9 ॥গॽケー३ঙথ障害、ಁのਖ 
9 ಡோするମ৬的ਖق倻൱؞ে理ఢ期 なनك  
9 ಖઋఐ的ಡோඪ 
9 理的୭قやහఠك 
9 ୭৲ 
9 ੳੴਃચにजएॎないઇએऽたはষએでのఢ೧の期待 
9 ૭ચਙやଡୗ৲のなऔ               なन 
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・	 併存する精神科的問題・物理的環境（光や雑
音）・社会的環境（自宅、学校、レジャー活動場
所）・ルーチンや個々を取り巻く状況の変化・思
春期などの発達的変化・虐待の有無・問題行動
の強化要因・予測可能性や構造化のなさ・児の
認知機能にそぐわない教育面または行動面での
周囲の期待

จݙ
National	Collaborating	Centre	 for	Mental	Health	
(UK).	London:	National	 Institute	 for	Health	and	
Care	Excellence	(UK).	Challenging	Behaviour	and	
Learning	Disabilities:	Prevention	and	Interventions	
for	 People	with	 Learning	Disabilities	Whose	
Behaviour	Challenges.	NICE	guideline	Published:	
29	May	2015



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

εϥΠυ��

（対応を要する行動上の問題）は氷山の一角として
目に見える形で表出する症状で、「氷山モデル」と
してよく論じられる。
つまり、症状として出現している癇癪やパニック、
自傷行為は最終的に目に見えるものとして出現し
ているものであり、背景要因には、本人の持つ障
害特性や本人をとりまく状況から受ける影響、心
身的異常など多くのものが考えられ、かつ互いに
関連しあっている。実際に行動上の問題に関する
相談があった場合は、問題行動そのものだけに目
を向けるのではなく、これまで述べた評価の原則
に則ってその背景要因をできるだけ探るという姿
勢が治療戦略を考える上で重要になる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ৌૢ॑ਏする 
ষभਖ 

ᯍᯖ 
ঃॽॵॡ 
ঽംষನ 

• ॥গॽケー३ঙথ障害 
• ಁの્౮ਙ 
• ୳൸力のਖقਙك 
• ஆ્なੳੴঃॱーথ 

মযभ્ਙ 

• 理的୭ق؞ఠႝ؞い なनك 
• ૾ய৲ 
• ੳੴਃચにजएॎないઇએ 
ऽたはষએでのఢ೧の期待 

• ૭ચਙやଡୗ৲のなऔ 

ময॑ॉඕऎ૾ய 

• ମ৬的৲ق倻൱؞ে理ఢ期 なनك 
• ମ৬的ಡோඪ 
• ಖઋఐ的ಡோඪ 

মযपକऌる 
ੱମ૾யभ৲ 

• ମ৬的
• ମ৬的ಡோඪ
• ಖઋఐ的ಡோඪ

なनك
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εϥΠυ��

以上の評価により、どのような環境調整、心理社
会的介入、身体的治療が必要かを検討する。まず
は、CBの助長・増悪要因への介入を考える。明
らかに誘因がわかり明確になる場合もあるが、な
かなか原因がわかりにくい場合もある。
介入を実際に行う際には、以下の点に留意する必
要がある。このことは次の薬物療法を行う時も全
く同じである。
・	 標的行動を具体的に明確にする

→	まずは“何に対して行うか”を明確にするこ
とが何より大事である。これがはっきりしな
いままだと、多職種間での意思共有に基づく
一貫性のある支援に結びつかない。

・	 標的行動を系統的に評価する
→	どう評価するかの一定のコンセンサスをつけ

ていないと有効、無効の判断すらできない。
・	 QOL向上に結びつく結果に焦点を当てる

→	介入により何かが変わってもそれが本人、家
族のQOL向上に寄与していないと意味がな
い。

・	 効果判定をするのに十分な観察期間の設定
→	介入の種類によっては時間がかかるものもあ

るので、それに見合う観察期間が必要になる。

・	 あらゆる環境下で一貫した介入が行われること
→	これは非常に重要で、意思共有ができていな

いことが現場では目立ち、一貫性のなさから
ASD児が混乱することが多い（誰かが火に
油を注いでいることもある）。

・	 介入方針についての養育者、専門家の間での同
意
→	治療者、治療を受ける側の双方が納得してい

ないとうまく進まない。

จݙ
National	Collaborating	Centre	 for	Mental	Health	
(UK).	London:	National	 Institute	 for	Health	and	
Care	Excellence	(UK).	Challenging	Behaviour	and	
Learning	Disabilities:	Prevention	and	Interventions	
for	 People	with	 Learning	Disabilities	Whose	
Behaviour	Challenges.	NICE	guideline	Published:	
29	May	2015

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

3. 対応を要するষ上のਖषの介入 
2の௬によりनのような୭৹ତ、ੱ理ভ的介入、ମ৬的؞1」ڀ
が必要かをਫ਼ୈ」 
 

 介入をষうの留意点ًي
9 ఏ的ষを৬的にનにする 
9 ఏ的ষを௺ଁ的に௬する 
9 QOL向上にलつऎટにඳ点をਊथる 
9 ટਖ਼をするのにેীな௴期のਝ 
9 あैॅる୭ৣでฮした介入がষॎोること 
9 介入্ଉについथのു者、௧ੇのでの意 
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●	困りごとに関する相談を受けたら

精神科的な困りごとに関する相談を受けた場合、
具体的に何が困りごとであり、何がその増悪要因・
助長要因となっているかをできる範囲で評価して
いただければと思う。専門的知識がなくても評価
できる部分も実は多いので、親御さんのお話しを
通してどんな支援ニーズがあるのかをわかる範囲、
できる範囲で明確にすることが重要になる。
もし、かかりつけ医で対応可能な支援があれば行
い、対応できない場合には支援ニーズに対応可能
な地域資源（多職種）へのコンサルテーションを
行うという流れになるかと思う。
せっかくかかりつけ医で支援ニーズをある程度評
価していただいても、その後地域内の適切な支援
に繋がらなければ意味がない。そのためには、か
かりつけ医の仕事というより体制整備を行う側の
課題になるが、各自治体で地域資源としてどのよ
うなものがあるのかをあらかじめ明確にしておく
必要があり、かかりつけ医から適切な紹介先に繋
げられるためのシステムを各自治体で構築する必
要がある。
どのような場合にコンサルテーションが必要かの

判断はケースバイケースのことも多く、医療資源
も自治体により異なるので、画一的に明記するこ
とは困難だが、各自治体でコンサルテーションの
仕組みを明確化することが大事である。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

9 ঽ৬で、न॒なॽー६に対応૭ચなୠৱ౺があるかを 
નにしथउき、かかりつけ医にఢੴしथउऎ 

9 かかりつけ医の௬を੦にిજなງ介にᇽऑる३ステ 
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εϥΠυ��

●	対応を要する行動上の問題を呈した一例

一般論的な話が続いてしまったので、かかりつけ
医に行動上の問題を主訴に来院したASDの一例
を考えてみたい。
これまでに述べた「精神科的併存症の評価のポイ
ント」、「対応を要する行動上の問題の評価の考え
方」を基に、かかりつけ医で保護者から相談を受
けた時にどう初期対応するかについて考えたい。
・	 主訴：パニック、他の子に手を上げる、興奮し

出すと止まらないなどで、学校から医療機関の
受診を勧められて相談受診。（学校から受診を促
されるというのもよくあるパターンの一つであ
る。かかりつけの小児科には、普段風邪や下痢
の時に受診しており、自閉症の診断を受けたこ
とも伝えてあるとのこと）

・	 家族歴：なし（一人っ子）
・	 既往歴：3歳時に自閉症の診断（近くの療育セ

ンターにて）→言葉の教室にしばらく通った。
・	 現病歴：3歳時健診で言葉の遅れを指摘され、

近くの専門医療機関を受診し、自閉症の診断を
受けた。その後、言葉の教室に通い言葉もよく
出るようになった。幼稚園では一人遊びが多く、

集団場面では泣き出したりすることが多かった。
小学校進学後まもなく、他の子に手を上げる、
興奮し出すと止まらないなどの指摘を担任から
度々受けるようになり、担任から受診をすすめ
られ、かかりつけ医に相談することとなった。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ୪   ؟ ঃॽॵॡ、のにুを上ऑる、௪し出すとૃऽ 
  ैない 

• ੇఔഄ؟ なし     
• ใ༼ഄ3ୃ ؟時にঽ൷ඪの൧断 
• ਠ୰ഄ3ୃ ؟時൧で୴のोをతऔो、ऎの௧医 

  ਃ関をਭ൧し、ঽ൷ඪの൧断をਭけた。जの、 
  ୴もよऎ出るようになった。ညୱでは人ฉल 
  がऎ、ૐ੮場એでは༤き出したりすることが 
  かった。৵৾ૅਤ৾ऽもなऎ、のにুを上ऑ 
  る、௪し出すとૃऽैないなनのతを担ભかै 
  ਭけるようになり、担ભかैਭ൧をすすीैो、か 
  かりつけの৵ుఐ医にৼすることとなった。 

 23 

ASDभಖઋఐಡோඪपणःथ৶ੰする 

ৌૢ॑ਏするষभਖ॑
Ⴋखञ6ୃق੬ుك 



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2���

εϥΠυ��

●	具体的な困りごとと特徴的行動の把握

まず大事になるのが、「③具体的にどんな困りごと
があるのか？」という点を明らかにすることであ
る。
どんな心配を抱き、どんな治療を望んでいるかを
明らかにするためにも、具体的なエピソードを聞
くようにする。
親御さんによっては、色々伝えたいという思いか
ら、パニックや自傷行為、と症状名だけおっしゃ
る場合もあるが、それでは評価が難しい。「具体
的にどのような状況でどのような行動として出現
し、日常生活にどのような影響をもたらしていま
すか？」と聞くことで、行動名（症状名）だけで
表現されている主訴がどのような場面で起き、そ
のことでどんな支障が出ているかを具体的に明ら
かにすることができる。

こう聞くと、
・	 授業の予定が急に変更になると大騒ぎして興奮

し出すんです
・	 ゲームや発表で一番になれないとパニックに

なって他の子に手を上げるんです

・	 大きな声で注意されると耳をふさいで大声で泣
き出します

・	 最近、学校に行きたくないと言い出すようにな
りました

・	 目をぱちくりすることが増えてきました（→心
配なことがあったり、不安定なときは前からこ
うなる傾向にあるんです）

など、さまざまな具体的なエピソードを聴取する
ことができる。

ここから、
	困りごとが起きやすいのはどうも学校場面が中
心？
	一番になることのこだわりが強いのかも？
	大きな声が苦手なのかな？
	チックが不調時やストレス負荷時に出やすいの
かな？
（不調時に現れやすい特徴的行動 ( スライド 16
の⑤ )）

などが推測できる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

「৬的にनのような૾யでनのようなষとしथ出ਠし、 
ଞেણにनのような୶が出थいऽすか?」 

• ౸業のがにಌになるとপऍしथ௪し出す॒です 
• ।ーや発でになोないとঃॽॵॡになっथのにুをあऑ
る॒です 

• ৾ૅでপきなଢでି意औोるとປをऴऔいでপଢで༤き出しऽす 
• ਈ、ફになると৾ૅにষきたऎないとい出すようになりऽした 
• ৯を୦度もरठऎりすることがੜइथきऽした。ストঞスがかかっथ
いるなというときはよऎ出る॒です。 
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●	ASDの特徴の把握

次に、3歳時に自閉症と診断をされているので、
その「②ASDの特徴を把握する」ということが
現在問題になっている行動を理解する上で大事に
なる。
例えば、「お子さんはどんなお子さんですか ?	得意
なことや苦手なことはありますか？」と聞くこと
で、ASDとしてどのような特徴があるのか、相談
事項（困りごと）に影響する本人の認知特性など
が大まかに把握できる。
・	 こだわりが強くて、予定はきちんと伝えていな

いと怒ります。急に予定が変更になった時はい
つも納得させるのが大変ですが、理由をきちん
と説明すれば大丈夫なことが増えてきました。

・	 一番になることがとても好きで、ゲームでも勝
つまでやり続けます。

・	 甲高い大きな声（赤ちゃんの泣き声など）が昔
から苦手で耳をよくふさいでいました。今も苦
手です。

・	 勉強は好きみたいです。やり始めると一心不乱
にやっています。成績はクラスでもトップクラ
スみたいです。

これらのことから、予定の変更が苦手、一番にな
ることへのこだわり、ある感覚刺激（甲高い声）
への過敏がベースの特徴としてあり、学校で主に
起きている困りごとに大きく関わっていることが
わかる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

「उऔ॒はन॒なउऔ॒ですか?੭意なことやౙুなことは
ありऽすかء」 

• こटॎりがਘऎथ、はきठ॒とइथいないとりऽす。に
がಌになった時はいつもವ੭औせるのがপですが、理をきठ
॒とହすोयপຣな場合がੜइथきऽした。 

• になることがとथもきで、।ーでもつऽでやりਢけऽす。
負けるとढ़ーॻとかऑങैかしたり…。 

• ൖৈいপきなଢقठू॒の༤きଢなनكがནかैౙুでປをよऎऴ
औいでいऽした。০もౙুです。 

• ਘはきाたいです。やりीるとੱਂೊにやっथいऽす。ਛౚ
はॡছスでもトॵউॡছスाたいです。 
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●	困りごとに関与しうる要因の把握

次にやはり大事になるのは、「困りごとの出現に関
与しうる要因は何か？ ( スライド 16 の④ )」とい
うことである。
「今回調子が悪くなった原因で思い当たることはあ
りますか？」と聞くことで、親御さんが考えてい
る要因がわかり、親御さんの障害の理解度も推測
可能となる。
・	 小学校に入ってからなので、やっぱり学校生活

のパターンに慣れていないというのが一番の要
因だと思います。こだわりに基づく行動を起こ
した時に学校でどんな対応をしていただいてい
るのかが気になっています。家では機嫌はいい
んですけどね…

・	 担任からは、「とても優秀ですが、わがままなと
ころもあるのか一番になれないと急に泣き出し
たりで大変です…」と言われてまして、一度子
どもの障害についてもわかりやすくお伝えした
いと思っています。

と母親が述べており、ASD特性に配慮した学校で
の対応がまだ不十分であることが要因ではないか
と考えていることがわかる。ただ、本人の特性に

対する配慮がどの程度なされているのかまだ把握
しきれていない段階であり、障害特性について学
校にまだ伝えられていない状況であることもわか
る（障害特性を考慮した配慮が行き届かない理由
かもしれない）。
また、このケースでは、睡眠や食欲、活動性の変
化はなく、自宅では非常に穏やかに過ごせている
とのことであった。
短時間の問診だが、大まかにであっても困りごと
を具体的に聴取することができ、現状について把
握することができたかと思う。
この段階では、母親は投薬や専門医療機関への受
診は希望されず、障害特性に対する配慮に繋がる
ための学校との面談を持つという方針になり、1
か月後にかかりつけ医にその後の状況報告をする
ということになった。初回のかかりつけ医での相
談としては、十分な情報が得られたと思うし、当
面の支援ニーズ（障害特性に応じた配慮を学校に
検討していただく）を明確化できたケースだと思
われる。
このように、困りごとの相談を受ける際、診断に
こだわらなくてもプライマリーレベルで支援ニー
ズの大まかな把握は可能と考えられる。専門機関

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

「০৹がபऎなったਉでઓいਊたることはありऽす
かء」 

• ৵৾ૅに入っथかैなので、やっरり৾ૅেણのঃॱーথにຯोथい
ないというのがの要टとઓいऽす。こटॎりに੦तऎষをକ
こした時に৾ૅでन॒な対応をしथいたटいथいるのかがਞになっथ
いऽす。ੇではਃはいい॒ですけनब…。 

• 担ભかैは、「とथもરೢですが、ॎがऽऽなとこौもあるのか
になोないとに༤き出したりでপです…」とॎोथऽしथ、
度नもの障害についथ担ભにॎかりやすऎउइしたいとઓっथい
ऽす。 
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への紹介を保護者が今後希望された際も、困りご
との概要、保護者の感じている不安や障害への理
解度、受診の動機などを明確に専門医に伝えるこ
とができる。専門医側の意見として、紹介を受け
る際に親の受け止め方や紹介の目的が曖昧な場合
が多いという声も聴くので、いい連携のためにも
重要な点かと思われる。
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●	かかりつけ医へのメッセージ

この項のまとめです。
・	 ASDの人にはさまざまな精神科的併存症がみら

れ、身体的問題が背景に隠れている場合もある。
→	医療支援ニーズが高いので、ASDの方が呈

しやすい代表的な精神科的併存症について理
解を深めていただきたい。

・	 併存する精神科的問題を主訴に医療機関を初診
する未診例が増えている。

・	 精神科的問題の厳密な診断は難しいが、具体的
にどんなことに困っているかを聞き出し、でき
る範囲で“困りごと”に関する評価を行ってい
ただくことが重要になる。専門医へ紹介する
ケースも出てくるだろうが、具体的な困りごと
の内容・行動特徴・困りごとに関わる要因など
の問題点をかかりつけ医である程度明確にした
上で紹介いただくと、親御さんも納得した上で
受診されるだろうし、専門医側も非常に助かる
かと思われる。

・	 日常生活の様子に変化がないかどうかは精神的
な問題の評価に重要なので、併せてお願いした
い。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ASDの人はرなಖઋఐ的ಡோඪがाैो医੍ରॽー६が
ৈい 

• ಡோするಖઋఐ的ਖを୪に医ਃ関をੂ൧する൧が
ੜइथいる 

• ৬的にन॒なことにっथいるかをୂき出し、出ਟる೧
でnりओと|に関する௬をষうことが੍ରのਸ਼న 

• ଞেણのの৲は重要なここौの१ॖথ 
ཿ؞ણਙ؞ൾᩘ૾ய؞ك୫事や৬重ق୫ඟ؞ᄨ༒ঃॱーথق
 كମఈঽয়ষ etc؞こटॎりষ؞৲
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「ASD の人への薬物療法について理解する」の
項では、これまで述べた基本的知識をべースに、
ASDの人に対する薬物療法がどのような目的でど
のような原則のもと行われるかを知っていただき
たい。
近年本邦でも従来から保険適応を有していたピモ
ジド：「小児の自閉性障害に伴う不安、焦燥、興奮、
多動、常同行為などの症状」に加え、リスペリド
ンとアリピプラゾールが「小児期の自閉スペクト
ラム症に伴う易刺激性」に対する保険適応を有す
るようになった。
従って、今後かかりつけ医での投薬が求められる
場面も増えてくる可能性もあるので、発達障害に
おける薬物療法が多職種連携の中でどう位置づけ
られ、その中でかかりつけ医がどういう役割を果
たしていけばよいか、そしてその際にどのような
ことに留意していただきたいかについての理解を
深めていただきたい。

●	ASDの人に対する薬物療法の原則

まず、「ASDの人に対する薬物療法の原則」を確
認したい。ASDの薬物療法に特化したガイドライ
ンというものは存在しないが、包括的なASD診

療ガイドラインである NICE	clinical	guideline	
170 には、ASDの薬物療法の原則について以下の
ように明記されている。
・	 ASD の中核症状は薬物療法の標的症状ではな

い（ASDそのものに対するものではないという
こと。リスペリドンやアリピプラゾールもASD
に対してではなく、ASDに伴う易刺激性に対し
ての適応があるというだけである）。
→	すなわちASDにおける薬物療法は対症療法
（補助的治療）と位置づけられる。

・	 薬物療法の主な標的症状は、“（対応を要する行
動上の問題）Challenging	behavior”であり、
「心理社会的介入やその他の行動介入が効果不十
分な場合、もしくは問題行動の重症度が高すぎ
てこれらの介入が行えない場合」にのみ考慮す
べきである。

・	 標的症状の原因を適正な手続きを経て極力明確
にし、適切な環境調整や行動面からのアプロー
チの有用性を十分検討した上で、包括的支援の
中での“補助的な治療手段”と位置づける。

また、Challenging	behavior（対応を要する行動
上の問題）以外にも、薬物療法による対応が妥当

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ASDのরறඪ૾はఇ১のఏ的ඪ૾ではない 

• ఇ১のなఏ的ඪ૾は、n対応を要するষ上のਖ|で
あり、「ੱ理ভ的介入やजののষ介入がટਂેীな
場合、もしऎはਖষの重ඪ度がৈすऍथこोैの介入が
ষइない場合」にのाઅ慮する 

• ఏ的ඪ૾のਉをిਫなুਢきを৽थா力નにし、ిજな
୭৹ତやষએかैの॔উটーॳのથ৷ਙをેীਫ਼ୈした
上で、ෆฐ的੍ରのরでのnଓஃ的なু|とਜ਼઼હける 
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と考えられる併存疾患（睡眠障害、注意欠陥多動
性障害、強迫性障害等）で説明される症状がある
場合は、病態に応じて薬物療法の標的症状となり
うる、とも記載されている（同様のことが、NICE
以外にも米国のASD診療ガイドラインにも共通
して記載されている）。
従って、前に述べた“対応を要する行動上の問題”
をどのような一連の手続きで評価するかが薬物療
法を適正に行う上で非常に必要になる。

จݙ
Kendall	T,	Megnin-Viggars	O,	Gould	N.,	 et	 al.	
Management	 of	 autism	 in	 children	 and	 young	
people:	summary	of	NICE	and	SCIE	guidance.	BMJ	
347:	f4865,	2013
Myers	 SM,	 Johnson	CP	 (2007)	Management	 of	
children	with	autism	spectrum	disorders.	Pediatrics	
120:1162–1182
Fred	Volkmar,	Matthew	Siegel,	Marc	Woodbury-
Smith,	Bryan	King,	 James	McCracken,	Matthew	
State,	 and	 the	American	Academy	of	Childand	
Adolescent	 Psychiatry	 (AACAP)	 Committee	
on	Quality	 Issues	 (CQI)Practice	Parameter	 for	
the	Assessment	and	Treatment	of	Children	and	

Adolescents	With	Autism	 Spectrum	Disorder.	
JOURNAL	OF	THE	AMERICAN	ACADEMY	OF	
CHILD	&	ADOLESCENT	PSYCHIATRY	VOLUME	
53	NUMBER	2	FEBRUARY	2014



2���

ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏

εϥΠυ��

●	ASDの薬物療法を巡る本邦の現状

「ASDの薬物療法を巡る本邦の現状」を確認して
みよう。
さまざまな精神科的併存症に対する介入手段の一
つとして、本邦でも従来からさまざまな向精神薬
による薬物治療が行われてきた。
ただ、エビデンスに基づいたASD診療ガイドラ
インが本邦にはなく、薬物療法を行う上での手順
などが特に示されているわけではない。
従って、ほとんどの向精神薬が「適応外使用」の
もと、各医師の判断と自己責任の上で使用されて
いるというのが現状である。もちろん最終的には
ケースバイケースで検討するべき問題であるが、
日本のどこにいてもASDの人に対して一定の水
準で薬物療法が行われるためには、最低限一定の
手続きを経るというコンセンサスを共有する必要
がある。
本邦での保険適応の状況（2017 年 1 月現在）で
あるが、ピモジドが以前から「小児の自閉性障害
に伴う不安、焦燥、興奮、多動、常同行為などの
症状」に対して保険適応を有していたが、忍容性
の問題などから新規投与されるケースはほとんど

ない状況である。一方、近年、実臨床の場で使用
されることが多いリスペリドンとアリピプラゾー
ルが「小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激
性」に対する保険適応を取得した。ここで注意し
てほしいのは、「自閉症」そのものに対してではな
く、あくまで「自閉スペクトラム症に伴う易刺激
性」に対してであるということだ。
保険適応を有したことで、リスペリドンとアリピ
プラゾールが使用される症例がこれまでより増え
ることが予想される。そのため、これまで以上に、
薬物療法を検討・実施する際の基本的な考え方や
注意点に留意し、できるだけ適正な手続きを経て
薬物療法を行う必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ಡோඪに対する介入ুのつとしथ、মഺでもرな向ಖ
ઋఇによるఇがజਟかैষॎोथきた 

• ग़অॹথスに੦तいたASD൧फ़ॖॻছॖথがない 
• ऺと॒नの向ಖઋఇが「ి応ਗઞ৷」のもと、医పのਖ਼断
とঽഞிભのうइでઞ৷औोथいる 

• মഺでの৳૫ి応の૾ய2017قফ1াਠك 
আঔ४ॻ ڀ 「৵ుのঽ൷ਙ障害にൣうਂ、ඳᄩ、௪、、ଞ 
  ষನなनのඪ૾」 
জスঌজॻথ 
॔জআউছ॰ーঝ 
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●	ASDの薬物療法ガイドライン作成に向けて

このような背景から、平成 26-28 年度の 3 か年
で、「発達障害を含む児童・思春期	精神疾患の薬
物治療ガイドライン作成および普及に関する研究」
という厚労科研が発足し、分担研究課題として、
「ASDの薬物療法ガイドライン作成に向けた研究」
に取り組んだ（神尾、石飛、海老島）。
英米のASD診療ガイドラインでの薬物療法に関
する記載事項や本邦におけるASDに対する薬物
療法の現状を鑑み、ガイドラインの目指すもの（重
要臨床課題）を、「包括的支援の枠組の中で、ASD
児・者への薬物療法が適正かつ共通した手順を経
て行われるための基本的なプロセスの呈示」とし
た。これにより、「一定の標準的手順を経た薬物療
法のアプローチがなされることで、薬物療法を受
けるASD当事者やその家族のQOLを向上するこ
と」をガイドラインが目指す全体的アウトカムと
位置づけた。
この重要臨床課題を達するために、いくつかの
Clinical	Question	(CQ) を設定し、各々のCQに
対して文献的考察に基づいた推奨文案を作成する
という作業を分担研究班で行った。ここでは、次

に示す“薬物療法の実施手順”に沿って、ASDの
人に薬物療法を行う上において何がポイントにな
るかを知っていただきたい。
あらかじめ誤解のないようにお伝えするが、現状、
本邦ではエビデンスの不足もあり、薬物治療に関
してのみでなくASD者に対する包括的な診療ガイ
ドラインも制定されていない。薬物療法は、ASD
への介入手段としてあくまで補助的なものであり、
包括的な診療ガイドラインの中で位置づけられる
べきものである。従って、英米では、薬物療法に
特化したガイドラインは存在しない。将来的に、
本邦でも薬物療法を含めた「（包括的）ASD診療
ガイドライン」が作成されていくことを視野に入
れ、暫定的に現時点でどのような“薬物療法に関
する指針”を呈示すべきかという観点でこの研究
課題に取り組んだという背景をご理解いただけれ
ばと思う。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• फ़ॖॻছॖথの৯すものق重要ಏ෫ୖك 
ෆฐ的੍ରのੌのরで、ASDの人षのఇ১が 
ిਫかつુৢしたুದを৽थষॎोるたीの੦ম的なউট७スのႫં 
 ڃ  
のুದを৽たఇ১の॔উটーॳがなऔोることで、 
ఇ১をਭけるASDਊ事者やजのੇఔのQOLを向上すること 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	薬物療法の実施手順

薬物療法を検討する段階から終了までを想定した
「薬物療法の実施手順」を図示すると以下のように
なる。この実施手順を 6段階に分けて簡単に説明
する。
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• ੲਾ౺ 
9 ASDの人とजのੇఔにਸइ、 ASDの人に関ॎる職ரقઇప、ಏ෫ੱ
理なनكと出ਟるटけ৴をষうことがऽしい。 
 。な場એでのষ௬が૭ચرڀ

• ઽૐするੲਾ 
9 ਖとなっथいるඪ૾ق৬的ষك 
9 ষのూବにある要قుのੳੴ્ਙੱ؞理ভ的要؞ 
েણ୭なनك 
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●	ASDの人に関わる人達からの情報収集

ある困りごと（精神科的併存症の疑い）を主訴に
ASDの人が来院されたとする。まずは、その困り
ごとが薬物療法の標的症状となりうるかという判
断が必要である。その判断を行うためには本人に
関する情報が必要だが、そのための「情報収集は
どのように行うのがよいか？」ということが重要
になる。
薬物療法を検討する上で、問題となっている行動
や困りごとの具体的内容やその背景要因（児の認
知特性・心理社会的要因・生活環境など）を多方
面から評価し、環境調整や行動アプローチが適切
になされているのか、試みられたことがないのか、
などを明らかにして治療の優先順位を決める必要
がある。
そのためには、医師は診察室内でのASDの人の
観察や養育者から得られた情報だけを判断材料と
せず、可能な限り、ASDの人にかかわる多職種の
人たち（教師、臨床心理士など）から広く ASD
の人の様子について情報を収集するように努める
ことが重要になる。なぜなら、場面によって行動
が変わることがしばしばあるためである。

これにより、ASDの人の状態や対応すべき問題に
ついて関係者の間で共通理解を図ることができる
し、薬物治療の標的となりうる症状をより詳細に
特定することや、その対応方法について多方面か
ら検討することができる。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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• ఏ的ඪ૾はء 
9 対応を要するষ上のਖ 
9 ಡோႈ೩قᄨ༒障害、ਞী障害、ି意ಳีਙ障害、ਘਙ障害
等كでହऔोるඪ૾ 

• ௬のএॖথトはء 
9 नのような૾யでनのようなষとしथ出ਠし、ଞেણにनのよう
なப୶をもたैしथいるのかを৬的にཔする 

9 ఏ的ඪ૾をੜப、ஃশする૭ચਙのある要を௬する 
9 ୭৹ତやੱ理ভ的介入がથかनうかをનੳする 
9 「のষ」とのৼୀ点がないか? 
ٛᄨ༒ঃॱーথ؞୫ඟق୫事や৬重؞كൾᩘ૾ய؞ણਙ؞ཿ৲؞ 
こटॎりষ؞ମఈঽয়ষ etcٜ 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

⋈ఇ১भఏඪ૾॑ 
௬する 

●	薬物療法の標的症状を評価する

得られた情報を基に、まず行うべき非薬物療法（心
理社会的介入）を当事者を取り囲む関係者で考え
実行するわけだが、同時に起きている問題・困り
ごとが、果たして“薬物療法の標的症状として妥
当か？”という判断が次に重要になる。
それには、当たり前だが、「ASDの人において薬
物療法の標的症状がいったい何なのか？」、そして
「標的症状はどう評価すればよいか？」という原則
を知っておく必要がある。この原則が治療者間で
共有されていないと一定の手順を経た治療が困難
になる。
薬物療法の標的症状はすでにお伝えした。（ASD
の中核症状は原則薬物療法の標的症状とはならな
い。薬物療法の主な標的症状は、“Challenging	
behavior（周囲からの対応が不可欠な行動上の問
題）”であり、「心理社会的介入やその他の行動介
入が効果不十分な場合、もしくは問題行動の重症
度が高すぎてこれらの介入が行えない場合」にの
み考慮すべきであるとされている。Challenging	
behavior 以外にも、薬物療法による対応が妥当
と考えられる併存疾患（睡眠障害、注意欠陥多動

性障害、強迫性障害等）で説明される症状がある
場合は、病態に応じて薬物療法の標的症状となり
える。ASDの人も他の精神疾患を合併するので、
ケースバイケースで対応する必要がある。）
標的症状の評価方法に関しては先述の通りだが、
どのような状況でどのような行動として出現し、
日常生活にどのような悪影響をもたらしているの
かを具体的に把握するために、1日を通しての当
事者の状況を聴取していただくのが良い。
・	 標的症状を増悪、助長する可能性のある要因を

評価する。
→	例えば、CBが引き起こされる頻度が高い場

面や状況について聴取する。これにより、ま
ず行うべき環境調整や心理社会的介入を考え
るきっかけにもなる。

・	 当事者の特性や置かれている状況に合わせた環
境調整や心理社会的介入がすでに行われている
のかいないのか？	行われていればそれが果たし
て有効かどうかを確認する。

・	 ASD	の人の中には重度の知的障害のある方や
知的に問題がなくても自身の不調を言語化する
のが困難な方がいる。従って、「普段の（調子が
まずまずだった時の）行動」との相違点がない
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か？ということを意識することが、支援ニーズ
を見逃さないためにも重要である。例えば、睡
眠パターン・食欲（食事量や体重）・排泄状況・
活動性・動作緩慢化・こだわり行動・身辺自立
行動 etc がある。
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
⋉ఇ১पঢ়するग़অॹথ५॑ੴる 

- ৳૫ిૢ॑થするਏఇදध 
जभৌඪ૾2017قফ1াਠك- 

জスঌজॻথ ॔জআউছ॰ーঝ 
৳૫ి応 2006ফഅੳ 2009ফഅੳ 

対ඪ૾ ৵ుभঽ൷ਙ૩पाैोるಔඵౕਙ 
હધછ上の 
৷に関する 

੶ൗ 

0.25-0.5 mgੂق期৷ك 
   0.5-1 mgق৯ఏ৷ك 

  0.5-3 mgقથك 

     2 mgੂق期৷ك 
5-10 mgقတ৷ك 
   15 mgقਈপ৷ك 

৪
ব 


本 

জスঌজॻথ ॔জআউছ॰ーঝ 
৳૫ి応 2016ফഅੳ 2016ফഅੳ 

対ඪ૾ ৵ుभঽ൷५ঌॡॺছඪपൣअಔඵౕਙ 

હધછ上の 
৷に関する 

੶ൗ 

• ৬重15kgਰ上20kgの場合؟ 
0.25mgੂق期৷1كmgقਈপ৷ك 

• ৬重20kgਰ上45kgの場合؟ 
0.5mgੂق期৷2.5كmgقਈপ৷ك 

• 45kgਰ上の場合؟ 
0.5mgੂق期৷3كmgقਈপ৷ك 

ৢଞ、॔জআউছ॰ーঝとしथ11mgを
৫৷、1115عmgを৷とし、
11৽ઠଖする。なउ、ඪ૾によりి
ੜするが、ੜ்は1としथਈপ
3mgとし、1は15mgをதइないこと。 

 

●	薬物療法に関するエビデンスを知る

薬物療法の標的症状が“有り”と判断した場合、
次に薬物療法のプランを考えることになる。どの
ような薬をどう使用していくかを決める必要があ
るし、そのためには薬剤選択の根拠となる現時点
でのエビデンスを正しく知る必要がある。
まず、（2017 年 1 月現在の）ASD における保険
適応薬とその対象症状について表にまとめてみる。
米国では、FDAからリスペリドン、アリピプラ
ゾールの 2剤が、ASDに伴う易刺激性に対して認
可されている。
本邦でも、リスペリドンとアリピプラゾールが「小
児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性」に対
する保険適応を認可されている。本邦でのリスペ
リドンの使用用量は、体重で細かく分けられてい
るが、概ね米国の添付文書上の使用用量と大きく
変わりはない。アリピプラゾールは本邦では開始
用量が 1mgとされており、米国よりも少量となっ
ている。本邦ではほかにもピモジドが「小児の自
閉性障害に伴う不安、焦燥、興奮、多動、常同行
為などの症状」に対して保険適応を有している。
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ஶবのNational Institute for Health and Clinical Excellence Guideline  
 ك2013ق170

「Challenging behaviorに対しथಿಖઋ୰ఇによるਸをઅ慮する」ڀ
とあるが、ઞ৷ఇදについथは৬的に੶औोथいない 

৪ব৵ుఐ৾ভのASD൧फ़ॖॻছॖথ؟Management of children with 
autism spectrum disordersك2007ق 

 ৬的なတఇදについथ્に੶なしڀ

৪বుญஒফಖઋ医৾ভのASD൧फ़ॖॻছॖথ؟Practice Parameter for 
the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With 
Autism Spectrum Disorderك2014ق 

 のఏ的ඪ૾に対する્のఇදは੶औोथいない્ڀ
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
ஶ৪भASD൧फ़ॖॻছॖথपउऐる 
ઞ৷ఇදभတ૾ய 2017قফ1াਠك 

●	英米の ASD診療ガイドラインにおける使
用薬剤の推奨状況

次に、英米のASD診療ガイドラインにおける使
用薬剤の推奨状況について説明する。
リスペリドン、アリピプラゾールは主に米国で易
刺激性に対する保険適応を取得しているとお伝え
したが、これらの薬剤が英米のASD診療ガイド
ラインでどのように位置づけられているかという
と、意外に思われるかもしれないが、米英のいず
れのASD診療ガイドラインでも易刺激性に対す
る推奨薬とされているわけではないという現状が
ある。保険適応“有”≠推奨治療薬（ガイドライ
ンでの）ということだ（これは、エビデンスが海
外でもまだ不足していること・ASDでの病態の個
人差が大きいことなどが要因として挙げられるか
と思う）。

・	「The	management	and	support	of	children	
and	young	people	on	the	autism	spectrum	:	
NICE	clinical	guideline	170」では、

	 「Challenging	behavior に対する心理社会的介
入やその他の行動介入が効果不十分な場合、も

しくは問題行動の重症度が高すぎてこれらの
介入が行えない場合に抗精神病薬による加療
を考慮する」としており、薬物療法としては、
（Challenging	behavior に対する）抗精神病薬
以外には特に言及しておらず、抗精神病薬に関
しても具体的な薬剤名について特に明記されて
いない。

・	「Management	 of	Children	With	Autism	
Spectrum	Disorders」においても、「薬物療法
は、攻撃性・自傷行為・反復行動、睡眠障害、
気分変動、イライラ、不安、多動、不注意、破
壊的行動、などのmaladaptive	behavior があ
る際に検討される。」としているのみで、具体的
な薬剤名について特に明記していない。この背
景として、「近年、ASD児においてたいていの
向精神薬が用いられてきたが、エビデンスに基
づいた薬物療法のコンセンサスを確立するだけ
の文献情報が十分ではない」と記述がなされて
おり、Practice	Parameter と同様、さまざまな
標的症状とその候補となる薬物療法に関する臨
床試験情報が参考資料として呈示されている。
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・	「Practice	Parameter	for	the	Assessment	and	
Treatment	 of	Children	 and	Adolescents	
With	Autism	Spectrum	Disorder（ 以 下、
Practice	Parameter）」では、「薬物療法は、特
定の標的症状や併存症が存在するときに考慮し、
重篤な問題行動の対処を通してASD児・者の
適応改善させうる可能性がある。薬物療法の対
象になりやすい標的症状や併存症としては、不
安・抑うつ、攻撃性、自傷行為、多動、不注
意、強迫様行動、反復常同行為、睡眠障害であ
る」と記述されており、特定の標的症状に対
する特定の薬剤名は明記されていない。米国に
おいて、小児の自閉性障害でみられるイライラ
（irritability）に対してアリピプラゾールとリス
ペリドンの使用が米国食品医薬品局（FDA）よ
り認可されている事実が記されてはいるが、特
に推奨用量や使用上の注意点などについては記
載されておらず、これまでにASD児・者を対
象として行われたプラセボ対照二重盲検比較試
験（アリピプラゾール、リスペリドンを含む）
の概要が参考資料として示されているのみであ
る。
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
ASDుभষ૩पৌする 
জ५ঌজॻথभથਙभਫ਼ 
 ك8ౝभছথॲ৲ᆟਫ਼ૻຎୡق

1) ABC-Iは、2ౝ৯にはใにপ்
にৣੂق期৷かैಔඵౕ
ਙのఒがाैोथいるك 

2) ಔඵౕਙਰਗにも、やଞ
ষನのscoreもથ意にৣ 

• 8-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial  
 ك.children who were aged 5 to 12 years and had PDD 79ق

• Risperidone/placebo solution (0.01-0.06 mg/kg/day) was 
administered  

• main outcome; ABC-I,CGI-I  

• ৷8قౝ৯時点ك 
1.17 mg/day 

• ટ8قౝ৯時点ك 
ಔඵౕਙに対するખ応૨ 
 كvs উছ७30.7%ق64٫

 كShea et al. 2004ق

উছ७ 

জスঌজॻথ 

ABC-I 

●	リスペリドンの有効性の検証

FDAでの認可の前に行われたリスペリドンによる
ASDの易刺激性への効果を検証した代表的 RCT
の概要を紹介する。
5-12 歳の 79 名の ASD 児を対象にした 8 週間
の RCT であり、リスペリドンの 8 週目時点で
の平均投与量は 1.17mg/ 日である。Primary	
outcome は、Aberrant	Behavior	Checklist-
Irritability	scale(ABC-I) で評価されており、8週
目 (endpoint) 時点での ABC-I の平均スコアの
低下量はリスペリドン群で -12.1、プラセボ群で
-6.5 であり、リスペリドン群で有意な改善を認め
た（ｐ＜ 0.001）。この研究では、「ABC の 5 つ
の下位項目のうち、少なくとも 2つの下位項目で
50%以上の改善を示し、それ以外の項目のいずれ
においても悪化や 10%以下の改善にとどまるもの
がないこと」が“responder”の基準とされたが、
この基準によると 64%が responder であった (vs
プラセボ 30.7%)。リスペリドンがASDにおける
行動障害に効果があることが示される一方、約半
数が non	responder であることも事実である。

もう少し細かくみると、
1)	ABC-I は、2週目にはすでに大幅に低下してお

り、低用量である初期用量から症状の改善がみ
られていることがわかる（個人内での明らかな
用量依存性は検証されていない）。

2）	易刺激性以外にも、Secondary	outcome とし
て評価された多動や常同行為の score も有意に
低下するという報告がなされている。

リスペリドンがASDの易刺激性にどのような機
序を介して効果を示すのかは、症例によってさま
ざまであるかと思うが、問題行動の程度や頻度の
みならず、さまざまな角度から効果を見に行くと
いう姿勢が必要であることを示している。

จݙ
Risperidone	 in	 the	 treatment	 of	 disruptive	
behavioral	symptoms	in	children	with	autistic	and	
other	pervasive	developmental	disorders.
Shea	S,	Turgay	A,	Carroll	A,	Schulz	M,	Orlik	H,	
Smith	I,	Dunbar	F.
Pediatrics.	2004	Nov;114(5):e634-41.	Epub	2004	
Oct	18
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
ASDుभষ૩पৌする 

॔জআউছ॰شঝभથਙभਫ਼ 
 ك8ౝभছথॲ৲ᆟਫ਼ૻຎୡق

1) ABC-Iは、1ౝ৯にはใにপ்
にৣ 

  ಔඵౕਙに対するખ応૨ 
 1ౝ৯時点=30.4%ق

   vs উছ७4.1% ك 
2) ಔඵౕਙਰਗにも、やଞ

ষನのscoreもથ意にৣ 

• 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled,  
parallel-group study 
  children who were aged 6 to 17 years and had 98ق
PDD.ك 

• randomly assigned (1:1) to flexibly dosed aripiprazole  
(target dosage: 5, 10, or 15 mg/day) or placebo.  
Initial dose;2 mg/day 

• main outcome; ABC-I,CGI-I  

• ৷8قౝ৯時点ك 
2mg/dayقn=2ك 
5mg/dayقn=13ك 
10mg/dayقn=16ك 
15mg/dayقn=8ك 

• ટ8قౝ৯時点ك 
ಔඵౕਙに対するખ応૨ 
 ك vs Placebo 14.3%ق52.2٫

 كOwen et al. 2009ق

উছ७ 

॔জআউছ॰ーঝ 

ABC-I 

●	アリピプラゾールの有効性の検証

アリピプラゾールに関しても、リスペリドンと類
似した結果となっており、responder の基準は若
干異なるが、約半数が non	responder となってい
る。また、初期用量の段階から改善がみられてい
るケースが 1/3 あるという結果である。

จݙ
Aripiprazole	 in	 the	 treatment	 of	 irritability	 in	
children	and	adolescents	with	autistic	disorder.
Owen	R,	 Sikich	 L,	Marcus	 RN,	Corey-Lisle	 P,	
Manos	G,	McQuade	RD,	Carson	WH,	Findling	
RL.Pediatrics.	 2009	Dec;124(6):1533-40.	 doi:	
10.1542/peds.2008-3782.
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• ಔඵౕਙषのટは、ੂ期৷قଖكであっथも、 
1-2ౝਰのૻຎ的ଫ期かै出ਠする૭ચਙがある 
 必要ਈ৵をெดするڀ

• ಔඵౕਙਰਗにも、やଞষನのス॥॔のથ意なৣが
ਾઔऔोथいる 
 ಔඵౕਙਰਗのಡோඪषの୶を合ॎせथ௬することも必要かもしोないڀ

• ৺ਯが「non responder」である 
ڀ  期的なટਖ਼やസఇಲਢのਖ਼断が重要 

• ৬重ੜਸ؞႟ಯق༒ਞ؞كᔅ৬ਗଡ଼ඪ૾؞ৈউটছॡॳথ 
ഷඪなनが৻的なౢ৷ 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
জ५ঌজॻথध॔জআউছ॰شঝभ

RCTऊैંྮऔोるऒध 

●	リスペリドンとアリピプラゾールの RCT
から示唆されること

リスペリドンとアリピプラゾールの RCTから示
唆されることをまとめてみた。
・	 易刺激性は、リスペリドン /アリピプラゾール

双方とも、初期用量（少量投与）であっても、
1-2 週間以内の比較的早期から効果が出現する
可能性がある。
→	現在、抗精神病薬による治療を行う上で、明

確な初期用量や維持用量がガイドラインでは
規定されていないが、NICE	guideline では、
「少量より開始し、必要最小量を使用する」と
いう原則が述べられており、6週間後に明確
な改善がない場合は中止を検討するとされて
いる。ASDでは抗精神病薬の副作用が出現し
やすいという報告もなされているので、少量
投与で一定の効果があれば、その量で維持す
るということも選択肢に考えてもいいかもし
れない（実際に初期用量（添付文書上の）よ
り少量で効果がある例もある）。また、短い
スパンでの増量が効果的とも限らないので、
NICE	guideline にあるように、少量の薬剤で

症状の改善がみられれば、心理社会的介入や
行動介入をまず試みてみるのも重要である（実
際これに当てはまることが多い）。

・	 易刺激性以外にも、多動や常同行為の score の
有意な低下が報告されている。
→	易刺激性が標的症状の中心であるが、エビデ

ンスレベルは低いものの抗精神病薬によりチッ
クやADHD、感覚過敏への効果の報告もある
ことから、それ以外の症状の変化がないかも
同時に評価することが必要だと考えられる（易
刺激性が軽快する機序の推測にも役立つ）。

・	 約半数で、「non	responder」である。
→	responder をどう定義するかによりこのパー

センテージは変わってくるのは当然だが、
non	responder もいることを十分意識した上
で、定期的な効果判定や服薬継続の判断が必
要と考えられる（漫然と使用しないことが重
要になってくる）。

・	 体重増加・鎮静（眠気）・錐体外路症状・高プロ
ラクチン血症などが代表的な副作用として報告
されている。リスクとベネフィットを考慮した
使用が望まれる。



2����

ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ఇ১の実施が༜ਊかनうかをગનੳする 
• ఇ১に対するਊ事者ੇقఔكの意向をୂऎ 
• 過ுのఇ১の৽ୡについथലする 

9 ఇ১がষॎोた৽༬قन॒な૾ଙ൸टったكء 
9 ఇ১のટౢ؞৷がいつႃ、नのようにाैोたかを 
৬的にきऎ 

• ઞ৷をਫ਼ୈしथいるఇදについथ必要なੲਾをତ理する 
9 ఏ的ඪ૾に対する期待औोるટ 
9 ୳औोるౢ৷ 
9 സఇにかかる॥スト 
9 സఇউছথق必要なਫ਼ਪ、ટਖ਼に要する期、ଖの৹ତ 
্১ etcك 

 كNICE guideline 2013ق
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⋊ఇ১ৰप 
留意すसऌऒध 

●	薬物療法実施前に留意すべきこと

次に、薬物療法に関するエビデンスを踏まえた上
で、実際に投薬を開始する前にどのような点に留
意すべきかについてである。
・	 薬物療法の実施が妥当な状態像であるか（つま

り薬物療法が本当に必要な状態か）を再確認す
る。

・	 薬物療法に対する患者（または家族）の意向、
例えば薬物療法に対して患者（または家族）が
抱いている期待、希望、不安を事前に把握して
おくことが重要である。これまでに薬物療法
を受けたことがある場合、副作用が強く出てし
まった経験などがあると不安感を抱きやすいし、
患者さん側が求めているものと医師側が考えて
いることが乖離していることもある。意義のあ
る治療に繋げるためにも重要なステップだと考
える。

・	 過去に薬物療法を受けたことがある場合、薬物
療法が行われた経緯、実際に薬物療法が行われ
た時の患者の状態像（標的症状が何であった
か？）、薬物療法の効果や副作用が実際にどの
ように、いつ頃みとめられたかについて把握す

ることで、患者さん側も安心するし、医師側に
とっても治療法を選択する際の重要な情報にな
る（特に過鎮静がみられたことがあるか？	急激
な体重増加があったか？	などは重要な情報にな
る）。

・	 エビデンスの有無を参考にした上で選択した薬
剤に関し、標的症状に対して期待される効果と
その評価法、想定される副作用、服薬プラン、
服薬にかかるコスト、必要と考えられる検査
（血液検査や心電図検査など）を実際に投薬を開
始する前に整理しておく必要がある。これによ
り初めて、本人・家族への明確な説明が可能に
なる。



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2����

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 意ઓৠのਉಋقNICE guideline 2013ك 
ఇ১に関するହは、ASDਊ事者उよलੇఔの理ੰ力やॽー६をેী
અ慮したうइでॎかりやすऎষい、जのうइで൨্向の話し合いの時を
ठ、ੇఔと૭ચであोय೩者の意ઓৠを१এートし、੭ैोた意に
੦तいथఇ১を実施するようにする 

• ൨্向の意ಂৠに向けथુથしたいઍ 
9 ఇ১に対する೩者ੇ؞ఔの意向 
9 過ுにਭけたఇ১に関するੲਾ 
9 ఇ১の必要ਙとजのஉುقఏ的ඪ૾は୦か?ك 
9 ఇ১とధষしथষうੱ理ভ的介入 
9 ఇද৭උのஉುق৳૫ి応のથ૮、અにしたग़অॹথスك 
9 期待औोるટ؞୳औोるౢ৷ 
9 സఇউছথ            なन 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

⋋ਊহു؞धभ 
意ઓৠ 

●	当事者・養育者との意思決定

薬物療法のプランがある程度固まった後は、その
プランについて当事者・養育者との意思決定を行
う必要がある。そのためには、どのような点に留
意して説明、意思決定を行うかについて整理して
おく必要がある。

●	意思決定の原則

意思決定の原則として、薬物療法に関する説明は、
ASD当事者および家族の理解力やニーズを十分考
慮した上でわかりやすく行う。これは、医師と患
者（家族）では、当たり前だが、知識量の違いが
大きいためである。その上で双方向の話し合いの
時間を持ち、家族と可能であれば患者の意思決定
をサポートし、得られた同意に基づいて薬物療法
を実施することが重要になる。養育者が納得して
いない場合や不安を感じたまま処方された場合、
コンプライアンスも悪くなりがちである。

●	双方向の意志決定に向けて共有したい内容

双方向の意志決定に向けて共有したい内容として
は以下のような情報が挙げられる。

	薬物療法に対する患者・家族の意向
	過去に受けた薬物療法に関する情報
	薬物療法の必要性とその根拠（標的症状は何
か？）
	薬物療法と並行して行う心理社会的介入
	薬剤選択の根拠（保険適応の有無、参考にした
エビデンス）
	期待される効果・想定される副作用
	服薬プラン（コスト、必要な医学的検査、服薬
用量の調整法など）



2����

ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ટਖ਼ 
9 ఏ的ඪ૾が৬的にनう৲したかを期的にનੳし、ၟேとఇ
১がಲਢऔोることのないようにି意する 

9 出ਟるटけളਯのੲਾ౺ുق者、ઇపなनكかैఏ的ඪ૾टけでな
ऎ、ඪ૾とഡமに関৴するষ৲قಁ過ส、こटॎり、ᄨ༒૾ய
なनكやম人をりඕऎ૾யの৲についथのੲਾも૭ચなりઽૐ
し、௬のઅとする 

9 ఏ৲औोた௬スケーঝのઞ৷をਫ਼ୈする 
ك౮ଞষॳख़ॵॡজストমୁග 
 كAberrant Behavior Checklist-J:ABC-Jق
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

⋌ঔॽॱজথॢ 

●	定期的モニタリング

実際に投薬が開始されたら、効果・副作用のモニ
タリングが当然必要になる。どのような点に留意
してモニタリングを行うべきかについても整理し
ておく必要がある。

●	効果判定

効果判定に際しては、事前に決定しておいた治療
プランに基づき、個別に明確化された標的症状が
具体的にどう変化したかを定期的に確認する。主
に養育者の方から状態の報告を受ける機会が多い
と思うので、「どういうことを伝えればよいか」に
ついて医師 - 当事者間であらかじめ協議しておく
必要がある。効果を定期的に判定し、漫然と薬物
療法が継続されることのないように留意すること
が望まれる。
この際、できるだけ複数の情報源（養育者、教師
など）から標的症状だけでなく、症状と密接に関
連する行動変化（感覚過敏、こだわり、睡眠状況
など）についての情報も可能な限り収集し、評価
の参考とすることも大事である。
また、標準化された評価スケールの使用も有用で

ある。ABC-J が一般的によく使用される。
このように効果のモニタリングを繰り返し、定期
的に薬物療法の必要性や将来のプランについて再
評価を繰り返していく。
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εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ౢ৷௬ 
9 過ுにఇ১がाैोた時にाैोたౢ৷ੲਾやこोかैઞ৷
するఇදで୳औोるౢ৷をઅ慮し、ౢ৷௬に必要とઅइैो
るਖ൧、ମ৬൧उよल医৾的ਫ਼ਪを期的にষう 

9 ఇදਙのᄨ༒ಁጅজ६のೊोقൊ༒やਂ༒كやᔅ৬ਗଡ଼ඪ૾્قに
॔ढ़३४॔كは、ৄఏ的ඪ૾がੜபしたようにाइることがあるの
で、ି意が必要である 

9 ಿಖઋ୰ఇをઞ৷するに௬すसきなౢ৷ඨ৯としथ、৬重ੜ
ਸ、૮া৽؞ൌ発া৽、ᅑীᆌ、༒ਞ、過႟ಯ、ᔅ৬ਗଡ଼ඪ૾なन
があऑैोる 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

⋌ঔॽॱজথॢ 

●	副作用評価

副作用の評価に際しては、過去に薬物療法が試み
られた時にみられた副作用情報やこれから使用す
る薬剤で想定される副作用を考慮し、副作用評価
に必要と考えられる問診、身体診察および医学的
検査を定期的に行う。	特に抗精神病薬では、少量
投与でも体重増加や過鎮静などの副作用が起きる
ことがあるので、投与初期は特に注意が必要にな
る。
薬剤性の睡眠覚醒リズムの乱れ（傾眠や不眠）や
錐体外路症状（特にアカシジア）は、一見標的症
状が増悪したようにみえることがある。効果不十
分と判断され、さらに薬剤が増量されることもあ
り、この場合状態像がさらに悪化する場合もある
ので、注意が必要になる。
抗精神病薬を使用する際に評価すべき主な副作用
項目として、体重増加、無月経・希発月経、乳汁
分泌、眠気、過鎮静、錐体外路症状などが挙げら
れる。
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ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

ఇ১॑ৰするभ
ॳख़ॵॡඨ৯ 

ఇ১৫ 
ੲਾઽૐの্১ ⺴ नの場એのੲਾق ء؞ૅ৾ؠঽ୧ك 

⺴ ၴかैのੲਾ?  قؠ؞ઇపك 
ఏ的ඪ૾ 
 

⺴ ৬的にनのようなඪ૾か?قକきやすい૾யやଞেણषの୶のங度ك 
⺴ ੜப、ஃশ要  
⺴ శఇ১のટق୭৹ତ、ੱ理ভ的介入ك 
ڀ ⺴�ఇ১ऋ༜ਊऩ૾ଙ൸ऊ? 

ઞ৷ఇදに関する 
ग़অॹথスのઽૐ 

⺴ ৳૫ి応のથ૮ 
⺴ ఏ的ඪ૾に対する期待औोるટق過ுのਾઔك 
⺴ ୳औोるౢ৷ 
⺴ സఇにかかる॥スト 
⺴ ఇ১のউছথਛق必要なਫ਼ਪ؞ટਖ਼に要する期؞ଖの৹ତ
্১ なनك 

ਊ事者ു؞者との
൨্向の意ઓৠ 

⺴ ఇ১に対する೩者ੇ؞ఔの意向のનੳ 
⺴ 過ுにਭけたఇ১に関するੲਾુથ 
⺴ ఇ১の必要ਙとजのஉುのହ 
⺴ ఇ১のউছথのହ 
ڀ ⺴�ਊহउेलੇఔभ৶ੰৡृॽش६॑ેীઅൟखञअइद্ଉपण 

  ःथವ੭ऋ੭ैोञऊ? 

●	薬物療法を実施する際のチェック項目

ASDの人に対して薬物療法を実施する際のチェッ
ク項目を、薬物療法開始前と開始後に分けてまと
めてみた。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 

ఇ১॑ৰするभ
ॳख़ॵॡඨ৯ 

ఇ১৫ 
期的ঔॽॱজথॢ
 كટق

⺴ ఏ的ඪ૾の৲قఏ的ඪ૾のங度に୶しうるেણ૾யの৲؞ඪ૾とഡம
に関৴するඪ૾の৲ك 

 ڃ    
⺴ ఇಲਢभਏਙ॑ॉନखਫ਼する 
 كேとઞ৷をಲਢしないၟق

期的ঔॽॱজথॢ
 ك৷ౢق

⺴ ମ৬൧؞ഷัਫ਼ਪق୳औोるౢ৷に応गथك 
• ᄨ༒ಁጅজ६のೊो؞過႟ಯ 
• ᔅ৬ਗଡ଼ඪ૾॔قढ़३४॔、ஷਅなनك 
• ৬重ੜਸ 
• া৽౮ଞ              なन 

ご覧いただいたように、大半を投薬開始前の作業
が占めることがご理解いただけるかと思う。そし
てこの“開始前”の準備作業をきちんと行うこと
で、初めて当事者側が納得した shared	decision	
making に基づいた薬物療法を行うことができる。
保険適応のある薬剤を添付文書通りに開始するこ
とは簡単だが、その前に“本当に薬物療法を実施
する必要性が高い状態か？”を手順に沿って確認
するという作業を怠らないことが一番大事である。
この手順のうち、どこまでをかかりつけ医が行い、
どこから専門医が行うかはそれぞれの地域の医療
資源やかかりつけ医の経験値にもよるかと思う。
ある程度共通した最大公約数的な手順を踏むこと
で当事者・養育者が治療を系統的に理解できるこ
とにも繋がるし、当事者・家族に関わる医療者全
員のコンセンサス形成やスムーズな連携にも役立
つと思う。
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ࣗดεϖΫτϥϜのซଘのධՁとྍ࣏

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ௧医かैかかりつけ医にइるसきੲਾ 
9 ఇ১が৫औोた৽༬قఏ的ඪ૾はनう௬औोたか?ك 
9 ఏ的ඪ૾とధষしथষॎोたੱ理ভ的介入 
9 ఇ১がもたैしたટとౢ৷उよलजの௬্১ 
9 లਟ的なৄৢしق୳औोるಲਢ期、ఇをরૃする場合の 
্১ etcك 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
௧ୢऊैऊऊॉणऐୢप 

ఇ১भইज़টൂ॑شऔोञै 

௧医षの期的な॥থ१ঝテー३ঙথを 
ಲਢすることもથ৷ 

●	専門医からかかりつけ医に伝えるべき情報

専門医へ受診が集中することが、発達障害臨床に
おいて一つの問題となっている。専門医である程
度薬物療法の方向性が決まった後に、かかりつけ
医の先生にフォローをお願いするケースも今後出
てくるかと思う。
かかりつけ医の先生にフォローをお願いする上で
必要と考える情報を挙げてみた。薬物療法の実施
を専門医からかかりつけ医に依頼する際は、原則
ある程度安定した状態になってから行うことが重
要である。この際、「薬物療法が開始になった経緯
とこれまでの行ってきた治療状況」を詳細に伝え
ることが重要となる。
具体的には、先ほど手順で示した内容である。情
報が不足している場合は逆に専門医に再度問い合
わせていただくことも必要かと思われるし、フォ
ローの際に疑問点なども出てくると思うので、フォ
ロー依頼を受けた専門医へのコンサルテーション
を適宜行うことも有用な方法かと思う。
	薬物療法が開始された経緯（薬物療法の標的症
状が何であり、どのような手順で薬物療法開始
の判断がなされたのかを明確に示すべきである）。

	心理社会的介入を並行して行うことが原則なの
で、薬物療法とともにどのような関わりをして
きたかの情報（→薬物療法よりこちらが効果的
であったということもありえるので）。
	実際に選択された薬剤が、標的症状に対して実
際にどのような治療効果と副作用をもたらした
のか、治療効果と副作用の評価は具体的にどの
ような方法で行ってきたのかを明記する。
	患者の成長発達や周囲の対応方法の改善などに
より、薬物療法の必要性が変化することもしば
しばあるので（衝動性の抑制能力の向上など）、
より少ない用量で治療を行える可能性がないか
や薬物療法が必要と想定される期間についての
見通しについても伝える。将来的に、どのよう
な場合に投薬の中止を検討するかについての見
通しも伝える。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ASDの人に対するఇ১のਉಋとুದについथ理ੰをी
थいたटऎことが重要 

• ఇ১に関するৼをਭけたは、ല૭ચな೧でnり
ओと|に関するੲਾઽૐをষい、௧医षの॥থ१ঝトなन૾
யに応गた対応がऽोる 

• ௧医かैكఇ১の্向ਙがあるங度ৠऽったにق
ಲਢのൂ頼があった場合は、できる೧でইज़টー॔ॵউ
をउൢいしたい 
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ASDभযषभఇ১पणःथ৶ੰする 
ऊऊॉणऐୢषभওॵ७ش४ 

-ASDभযपৌするఇ১ऋभిਫऩুದदষॎोるञीप- 

●	かかりつけ医へのメッセージ

・	 ASDの人に対する薬物療法の原則と手順につい
て理解をお願いしたい。ASDの人が示す「対応
を要する行動上の問題」に対してリスペリドン
やアリピプラゾールをはじめとする保険適応を
有する薬剤が出てきたので、今後処方を求めら
れる機会も増えるかと思う。一定の手順で評価・
治療にあたることが患者・家族が納得して医療
を受けられることに繋がるし、専門医との連携
に向けてこれから益々重要になると思う。

・	 薬物療法に関する相談を受けた際は、聴取可能
な範囲で“困りごと”に関する情報収集を行っ
ていただけるようお願いしたい。専門的知識が
なくても聴取できる内容は沢山あるので、当事
者・親・家族の悩み、不安を受け止め、できる
範囲での情報収集を行い、専門医へのコンサル
トなど状況に応じた対応をお願いしたい。専門
医が紹介を受ける際もこれらの項目に関する情
報を紹介状に記述いただけるととても連携がス
ムーズになる。

・	（薬物療法の方向性がある程度決まった後に）専
門医からフォローアップの依頼があった場合は、

状況に応じできる範囲でフォローアップをお願
いしたい。フォローアップに必要な情報が不足
している場合は専門医に呈示を依頼することも
ご検討いただければと思う。




